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序     文 
 

ガーナ共和国は、現状54％程度の国内の世帯電化率を2020年までに70％とする目標をもっており、

既に全国電化計画によりすべての郡都（District capital）を電化し、その後自立電化プロジェクト（Self 
Help Electrification Project：SHEP）を開始して、電化率向上に鋭意取り組んでいます。しかし、SHEP
は地域住民主導により配電線延伸が決定されるため、配電計画としての全体的視野にかけており、経

済的合理性が考慮されずに延伸が進んでいるという問題点が指摘されています。さらに、太陽光発電

などの独立型電源で既に電化されたオフグリッド地域に配電線が設置されてしまうなど、オングリッ

ド電化とオフグリッド電化の連携が取れていないという問題点も指摘されています。また、独立以来

続いた安い電気料金と電気料金の低い徴収率等によりガーナ電力公社及びボルタ河電力公社北部電力

局の財務状況が悪化しているため、既存配電設備の更新・増強が十分に行われておらず、配電設備は

全国にわたり老朽化と過負荷の問題に直面しています。地方部においても、配電線の更新と増強が不

十分なため、配電線延伸による地方電化が難しくなっています。このようなガーナ共和国の配電部門

の多くの問題を解決し、配電設備の更新・増強、配電ロスの低減、配電線延伸による地方電化をさら

に進めていくためには、包括的視点に立った全国レベルの配電部門マスタープランを策定する必要が

あります。 

 以上のような背景からガーナ共和国政府は、我が国政府に対して、配電設備の更新・増強、配電ロ

スの低減、地方部における配電線の延伸等の計画を盛り込んだ配電部門マスタープランの策定支援を

要請してきました。 

 これを受けて、当機構は 2006 年７月に事前調査団を派遣し、マスタープラン調査の基本方針、内

容、スケジュール等について先方関係機関と協議した結果、2006 年 10 月に実施細則（Scope of Work：
S/W）の署名に至りました。これにより、「ガーナ国配電部門マスタープラン策定調査」を約１年半に

わたって実施することになりました。 

本報告書は、上記調査結果及び協議結果を取りまとめたもので、今後の調査の実施にあたって広く

活用されることを願うものです。 

ここに、これまで調査にご協力頂いた外務省、経済産業省、在ガーナ日本大使館など、内外関係機

関の方々に深く謝意を表すとともに、引き続き一層のご支援をお願いする次第です。 

 

平成 19 年１月 
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行政地域区分は南部が Greater Accra、Eastern、Volta、Central、Western、Ashanti、Brong Ahafo
の７州、北部が Northern、Upper West、Upper East の３州である。一方、電気事業者の地域区分

は、南部を Greater Accra、Eastern、Volta、Central、Western、Ashanti の６州、北部を Brong Ahafo、
Northern、Upper West、Upper East の４州として、南部６州の配電事業をガーナ電力公社が、北

部４州の配電事業をボルタ河電力公社北部電力局がそれぞれ担当している。 

ガーナ共和国全体図 
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－1－ 

第１章 事前調査団の派遣 
 

１－１ 調査の背景 

ガーナ共和国（以下、「ガーナ国」と記す）は、現状 54％程度の国内の世帯電化率を 2020 年まで

に 70％とする目標をもっており、既に全国電化計画によりすべての郡都（District capital）を電化し、

その後自立電化プロジェクト（Self Help Electrification Project：SHEP）を開始して、電化率向上に鋭

意取り組んでいる。SHEP とは既存配電線から 20km 以内にある人口 500 人以上のコミュニティが、敷

設する低圧配電線用の電柱の費用を住民で負担することにより、政府が配電線を延ばして電化を実施

するというもので、既に SHEP3 まで実施が終了し、約 1,400 のコミュニティが電化された。現在 SHEP4
の実施が行われており、さらに約 1,800 のコミュニティを電化する計画である。このようにガーナ国

政府は、意欲的に配電線延伸による電化に取り組んでいるが、SHEP は地域住民主導により配電線延

伸が決定されるため、配電計画としての全体的視野にかけており、経済的合理性が考慮されずに延伸

が進んでいる。さらに、太陽光発電などの独立型電源で既に電化されたオフグリッド地域に配電線が

設置されてしまうなど、オングリッド電化とオフグリッド電化の連携が取れていないという問題点も

指摘されている。また、独立以来続いた安い電気料金と電気料金の低い徴収率等によりガーナ電力公

社（Electricity Company of Ghana：ECG）及びボルタ河電力公社北部電力局（Northern Electricity 
Department of Volta River Authority：VRA-NED）の財務状況が悪化しているため、既存配電設備の更新・

増強が十分に行われておらず、配電設備は全国にわたり老朽化と過負荷の問題に直面している。首都

アクラではホテルや大使館などの大口需要家が立地する地区を除いて、中小企業や一般庶民が居住す

る地区での電気の質は劣悪で、低電圧により白熱電球しか使えず、また明かりがついても非常に暗い。

配電線への新規接続を申請しても配電線容量不足により受け付けられず、不正接続の原因となってい

る。地方部においても配電線の老朽化と過負荷が著しく、都市部とともに質の悪い電気が中小企業の

事業活動の足枷となっている。また、地方配電線の更新と増強が不十分なため、配電線延伸による地

方電化が難しくなっている。このようなガーナ国の配電部門の現状を改善し、配電設備の更新・増強、

配電ロスの低減、配電線延伸による地方電化をさらに進めていくためには、包括的視点に立った全国

レベルの配電部門マスタープランを策定する必要がある。 

 以上のような背景からガーナ国政府は、我が国政府に対して、配電設備の更新・増強、配電ロスの

低減、地方部における配電線の延伸等の計画を盛り込んだ配電部門マスタープランの策定支援を要請

してきた。 

 上記要請を受けて、JICA はマスタープラン調査の基本方針、内容、スケジュール等の詳細を協議す

べく、2006 年７月に事前調査を実施する運びとなった。 

 なお、本案件のカウンターパート（Counterpart：C/P）は、エネルギー省（Ministry of Environment：
MOE）、ECG、VRA-NED の三者で、ECG は南部の、VRA-NED は北部地域の配電事業をそれぞれ担

当している。また、本案件は事前調査開始時点で「JICA 環境社会配慮ガイドライン」でカテゴリーB
に分類されている。 

 

１－２ 調査の目的 

本事前調査では、配電部門マスタープラン策定に向けての基礎調査を行い、ガーナ国の配電計画・

事業・設備の現状を把握する。同時に本格調査の範囲、内容、本格調査実施体制、スケジュール等の

枠組みについて、先方関係機関と協議を行い、実施細則（Scope of Work：S/W）案について基本的な
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合意を得ることを目的とする。 

 

１－３ 団員構成 

氏 名 分 野 所 属 
派遣期間 

（到着-出発） 

林  俊行 団 長 JICA 国際協力総合研修所 

国際協力専門員 

７月 17 日- 
 ７月 28 日 

岡村 健司 調査企画 JICA 経済開発部第二グループ 

電力・エネルギーチーム 

７月 17 日- 
 ７月 28 日 

大瀧 克彦 組織・制度／ 

環境社会配慮 

プロアクトインターナショナル（株） ７月 17 日- 
８月２日 

村田 孝久 配電計画 東電設計（株） ７月 17 日- 
８月２日 

 

１－４ 調査日程 

行 程 
日 月 曜 日 

林団長、岡村団員 村田団員 大瀧団員 
宿 泊 

16 日 【BA-008】成田→ロンドン（13:10-16:35） ロンドン

17 月 【BA-081】ロンドン→アクラ（14:15-20:00） アクラ 

18 火 

 

JICA ガーナ事務所訪問 

MOE 主催（世界銀行支援）地方電化ワークショップ参加 

在ガーナ日本大使館表敬 

西アフリカ諸国経済共同体（ECOWAS）協議 

アクラ 

MOE 及び ECG 協議 

VRA-NED 協議 

19 水 

移動（アクラ→クマシ） 資料整理 

クマシ 

アクラ 

20 木 ECG クマシ事務所訪問 

クマシ周辺配電設備視察 

VRA-NED シニアニ事務所訪問 

移動（クマシ→タマレ） 

ECG 協議 
資料収集 
 
 

タマレ 

アクラ 

 

21 金 VRA-NED 協議 

タマレ周辺配電設備視察 

ECG 協議及び

情報収集 
タマレ 

アクラ 

22 土 資料整理 

団内打合せ 

アポロニア地方

電化サイト視察 

タマレ 

アクラ 

23 日 移動（タマレ→アクラ）【ABV372：12:30-13:50】 

団内打合せ 

アクラ 

24 月 アコソンボダム視察 

給電指令所視察（テマ） 

配電指令所視察（アクラ） 

アクラ 

25 

７ 

火 エネルギー委員会（Energy Commission：EC）協議 
公益規制委員会（Public Utilities Regulatory Commission：PURC）協議 
MOE 協議 
ECG メーター試験センター視察 
アクラ市内配電設備視察 

アクラ 
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26 水 MOE、ECG、VRA-NED 協議 アクラ 

27 木 財務計画省訪問 

MOE 協議 
JICA ガーナ事務所報告 

MOE、ECG 協議 

アクラ 

Minutes of Meeting（M/M）署名式 

在ガーナ日本大使館報告 

28 金 

【BA-078】アクラ（22:30）→  

アクラ 

機中泊 

29 土 →ロンドン（6:35） 

【BA-005】ロンドン（13:50）→ 

資料整理 

 

アクラ 

機中泊 

30 日 →成田（9:10） 資料整理 アクラ 

31 

 

月 ECG テマ研修センター視察 アクラ 

１ 火 ECG 協議（メーターの検針と

集金手順確認ほか） 
アクラ 

２ 水 環境保護庁訪問 

ECG 技術部とデーターロガー

ほかの打合せ 

【BA-078】 

アクラ（22:30）→ 

機中泊 

３ 木 →ロンドン（6:35） 

【BA-005】ロンドン（13:50）

→ 

機中泊 

４ 

８ 

金 

 

→成田（9:10）  

 

１－５ 調査方針 

（１）S/W 署名について 

事前調査では S/W 案に基づいて協議し、MOE、ECG、VRA-NED 及び本調査団間で基本的合意

を形成したあと、S/W 案を M/M に添付する。事前調査団帰国後、本部において S/W 案及び事前

評価表を決裁したあとに、ガーナ事務所を通じて S/W の署名を行うこととする。 

 

（２）基礎情報の収集 

   本格調査内容との関連性から以下の点を含む基礎情報を収集・確認する。 

・ガーナ電力セクターの概要（基本政策、組織体制、電力需給状況等） 

・電力構造改革の現状と将来展望 

・発電・送電の中・長期計画 

・送配電ロス率の現状 

・電気料金体系／電気料金徴収体制／徴収率 

・配電関係の人材の現状と育成状況 

 

（３）各ドナーの支援状況 

   世界銀行は地球環境ファシリティ（Global Environment Facility：GEF）と国際開発協会

（International Development Association：IDA）資金を活用した再生可能エネルギー地方電化支援を
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計画中である。また、フランス開発庁は地方電化マスタープランの策定支援を検討中である。そ

れぞれ本案件に密接な関連性があることから本格調査の方針について、意見交換を行い、適宜必

要な情報を収集する。 

 

（４）本格調査実施体制の確認 

C/P として、MOE、ECG、VRA-NED の三者が想定されていることから、本格調査実施におけ

る C/P 三者の役割分担を明確にする。 

以下の点に留意しながら、調査実施体制を構築する。 

・MOE の電力局の中に電力局長以下配電部門担当が 10 名ほど設置されており、彼らをどのよう

に調査実施体制に組み入れるのか。 

・調査実施において地域別の配電会社である ECG 及び VRA-NED の C/P をどのように位置づけ、

どのような作業を行ってもらうか。 

 

なお、マスタープラン作成の実作業は、ECG、VRA-NED の C/P と調査団の三者共同で行うこ

とを想定している。本格調査団の調査団員の各分野に ECG、VRA-NED それぞれ１名ずつ C/P を

任命してもらうよう先方に要請し、この実作業部隊を「ワーキンググループ」とする。 

また、ステークホルダーとして、上記三者以外に、EC、PURC がある。EC はエネルギー政策

にかかわる助言、計画、規制、監督を行う機関であり、PURC は電気料金の規制機関である。本

調査で策定するマスタープランをガーナ国の状況により適合した内容とするためには、これら２

つの機関からも適宜コメントをもらう必要がある。そのための仕組みづくりとして、調査団は合

同調整委員会（Coordinating Committee：CC）の設立を先方に提案する。CC は調査の進捗状況に

応じて適宜コメントを集めることを目的に定期的に開催される。CC のメンバーは、MOE、ECG、

VRA-NED、EC、PURC、JICA 調査団、JICA ガーナ事務所を想定している。 

 

（５）ワークショップ、セミナーの開催 

本格調査期間中のワークショップやセミナー開催の必要性について先方と協議・確認する。ワ

ークショップまたはセミナーの参加者は、財務計画省、貿易省、地方政府省、ガーナ産業連合会

（日本の経団連）、在ガーナ日本大使館等が想定されている。 

 

（６）本格調査に向けた予備的調査手法の検討 

本格調査での投入内容や投入量（Man Month：MM）を把握するために以下の事項を予備的に

調査・検討する。 

・配電線増強・延伸計画手法 

・ECG 及び NED の本部・州事務所・郡事務所の役割 

・上記各事務所における既存配電系統関係資料の整備状況と新規計画時における役割と関係資料

の整備状況 

 

（７）配電設備の現状把握 

現場視察を通して都市部と地方部の配電設備の現状を把握する。 
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（８）本格調査の実施内容（S/W 骨子にかかわる事項）の合意 

本格調査の実施内容については S/W 素案をたたき台に先方と協議し、ガーナ国側の状況や本格

調査での作業量も勘案しながら決定する。 

 

（９）配電線延伸計画と SHEP4 との関係の確認 

現在、MOE により実施中の SHEP4 は、地域住民の自発性を尊重して電化地点を選定している

ため必ずしも経済性、効率性が考慮されているわけではない。一方本調査で策定される配電線延

伸計画は、経済性、効率性の観点から技術的に電化地点を選定していく。つまり、SHEP とは基

本的な手法が異なることから、それぞれ考え方について意見交換を行い、本調査で策定される配

電線延伸計画の位置づけについて共通理解を得る。 

 

（10）マスタープランの活用について 

マスタープランの成果がガーナ国側で有効に活用され、提言内容が確実に実施されることが肝

要である。その点についてガーナ国側と協議し、先方の考え方や計画を確認する。必要に応じて、

有効な活用方法、実施方法についても提言を行う。 

 

（11）環境社会配慮 

ガーナ国の配電事業に関連する環境法・制度を確認するとともに、「JICA 環境社会配慮ガイド

ライン」に基づいたスクリーニングによるカテゴリー分類及びカテゴリー分類に基づく予備的な

スコーピングを実施する。 

 

（12）事前評価 

事業事前評価表（案）に基づき事前評価を実施し、帰国後必要に応じて事業事前評価表（案）

の修正を行い、ホームページ上で公開する。 
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第２章 協議結果の概要 
 

２－１ 協議結果 

本事前調査では、MOE、ECG、VRA-NED をはじめとするガーナ国関係機関と協議を行い、本格調

査の範囲、内容、スケジュール等の詳細について、両者で基本的な合意を形成した。合意内容を M/M
に記載し署名を行った。また、M/M に S/W 案を添付した。署名された M/M 及び合意された S/W 案に

おける Scope of the Study の概要は以下のとおりである。 

 

（１）署名された M/M の概要 

  １）S/W の署名について 

    S/W 案について基本的な合意が形成されたあと、MOE、ECG 及び VRA-NED にて最終的な検

討が行われる。S/W の署名までに、ガーナ国側の最終的な検討結果が S/W 案に反映される可能

性がある。また、S/W の署名までに JICA 本部でも検討が行われ、JICA 本部にて最終的に決裁

されたあと、ガーナ国側関係機関及び JICA ガーナ事務所にて署名が行われることを双方確認

した。 

  ２）調査名について 

    本案件の調査名は「Distribution System Mater Plan Study for Ghana」として合意された 

（JICA ガーナ事務所とガーナ国側関係機関との協議の結果、2006 年 10 月の S/W 署名時には

「Power Distribution Master Plan Study for Ghana」と変更された）。 

  ３）調査実施体制について 

    本調査は全国規模のマスタープラン調査であることから、ECG 及び VRA-NED の各地域事務

所の積極的な関与が不可欠であり、本調査における配電計画作業は、JICA 調査団、ECG 及び

VRA-NED の共同作業である。調査期間中に ECG 及び VRA-NED のエンジニアの配電計画作成

能力の向上を目的に２回のワークショップを開催する。ECG 及び VRA-NED の計画作成能力の

向上と調査への積極的な関与が確保されなければ、所期の目的を達成できないことを双方が確

認した。 

    JICA は本格調査を担当する JICA（コンサルタント）調査団が選定され次第、ガーナ国側関

係機関に速やかに連絡する。また、調査期間中に JICA 調査団によってガーナ国側関係機関に

対し実施される技術移転は、本調査に必要不可欠な要素であることを確認した。 

  ４）各地域事務所のエンジニアによる配電システム計画の作成期間について 

    ECG 及び VRA-NED の各地域事務所のエンジニアによる配電システム計画の作成作業は完成

までに３か月から５か月が必要なことを双方確認した。 

  ５）ワークショップについて 

    S/W 案に記載されているとおり、ワークショップは本調査において重要な要素である。ECG
がワークショップの主催者となり、JICA 調査団が支援を行う。ガーナ国側からの要請に基づき、

JICA がワークショップの会場費を負担することとなった。 

  ６）Coordinating Committee について 

    本調査における情報交換、意見交換を目的に CC を開催する。参加者は、MOE、ECG、VRA-NED、

EC、PURC、JICA 調査団、JICA ガーナ事務所、在ガーナ日本大使館とする。 
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  ７）セミナーについて 

    調査結果を広めることを目的にドラフトファイナルレポート提出時にセミナーを開催する。

財務計画省、地方政府省、経済産業連合会、民間企業、国際援助機関、NGO 等の参加が想定さ

れている。MOE が ECG 及び VRA-NED と共同で開催し、JICA 調査団も支援を行う。ガーナ国

側からの要請に基づき、JICA がセミナーの会場費を負担することとなった。 

  ８）本邦研修について 

    MOE、ECG、VRA-NED は事前調査団に対して、６名の本邦研修の要望を提出した。事前調

査団はこの要望を JICA 本部に伝えることを約束した。 

  ９）執務室の提供について 

    事前調査団は、ECG 及び VRA-NED に対して、十分に設備の整った（電話線及びインターネ

ットの接続も可能な）執務室の提供を申し入れた。ECG 及び VRA-NED は、アクラ、タマレの

それぞれ拠点で執務室を提供することを合意した。 

 

（２）合意された S/W 案における Scope of the Study の概要 

   以下の調査を実施することで双方合意した。 

  １）基礎情報及びデーターの収集 

関連法規、組織体制、発送電計画等を含む。 

  ２）配電システム計画の作成 

配電システム計画作成の手順は以下のとおり。 

・各地域事務所の現況調査（配電システム分析、計画作成能力等） 

・配電システム計画作成の手順、方法論の検討（延伸のクライテリア、計算ソフト開発、需要

予測の方法、配電システム分析等） 

・第１回ワークショップによる配電システム計画作成に係る技術移転の実施 

・各地域事務所エンジニアによる地域ごとの配電システム基本計画の作成 

・第２回ワークショップによる地域ごとの配電システム基本計画の確認及び見直し 

・配電設備の更新・増強、配電線延伸計画の優先順位の決定 

・配電システム計画のマニュアル作成 

  ３）経済財務分析 

ａ）経済分析の手順は以下のとおり。 

・支払意思額調査及び電力供給欠落によるコスト評価 

・電力需要量調査 

・技術的ロス率の計測 

・長期限界費用の計算 

・料金設定の検討（経済的合理性の観点） 

・経済内部収益率の計算 

ｂ）財務分析の手順は以下のとおり。 

・ECG 及び VRA-NED の財務分析 

・料金設定の検討（財務的持続性の観点） 

・財務内部収益率の計算 
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  ４）配電事業経営改善 

以下の項目について、本調査にて改善提案がされる。 

・人材開発 

・配電モニタリングシステム及び維持管理システム 

・電気料金徴収体制 

・情報通信技術（Information and communication technology：ICT）の活用 

・オングリッドとオフグリッドの補完性 

  ５）ポストスタディーレビュー 

 マスタープランの精度を確認することを目的に実地調査を実施する。 

  ６）マスタープランの策定 

以下の項目を含むマスタープランが策定される。 

・配電システム計画及び投資計画 

・配電システム計画作成マニュアル 

・経済財務分析結果 

・配電ロス低減策を含む配電事業経営改善計画 

・政策提言 

・実施計画（配電システム計画、配電事業改善計画、政策提言等の具体的実施計画案） 

 

２－２ 団長所感 

（１）本開発調査の重要性と緊急性 

長年低い電気料金が続いていたガーナ国では配電設備が都市部と地方部で劣悪な状況にある。

劣悪な配電設備は大きな配電ロスの原因になっているとともに、電気料金の不払いや不法接続の

温床にもなっている。この結果、ECG は財務体質を改善できず、自力で設備更新のための資金を

確保できないのが現状で、世界銀行などのドナーは配電設備改善のための資金協力を開始しよう

としている。しかし、資金協力要請の根拠となる包括的な計画がないため資金協力を実施できず、

配電設備の改善が遅々として進んでいない。本開発調査はこのような背景をもって実施されるこ

とになり、作成される全国配電網更新・増強及び延伸計画は配電設備改善のための重要な資料と

なる。特に、アクラとクマシを中心に長年改修すべき配電施設が、資金不足のために更新・増強

されずに放置されており、一刻も早く更新・増強を実施するために本マスタープランはできるだ

け早急に調査を開始し、結果を提示することが求められている。さらに ECG はアクラ・クマシの

都市部で十分な電力供給を行い、黒字を出して地方電化により生じる赤字を補填する内部補填の

メカニズムを機能させる必要があるが、特にクマシではバルクサプライポイントの変電容量が絶

対的に不足しており、これが需要抑制の要因となり十分電力を売ることができず、地方電化事業

を継続させることが財務的により難しくなっている。クマシの人口はアクラと比肩できる規模に

もかかわらず、第二の都市としてドナーから後回しにされる傾向があることも留意する必要があ

ろう。 

 

（２）本格調査の実施方針 

面的に広がっている配電網の更新・増強と延伸計画は膨大な作業量となり、JICA 調査団だけで

このような作業に対応することは不可能である。そこで配電計画の作業は基本的に ECG と
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VRA-NED の支社（各地域事務所）で実施してもらい、その結果を JICA 調査団が確認してマスタ

ープランとして取りまとめるという調査方針とした。現在、ECG 及び VRA-NED では配電計画の

ほとんどが本部で行われている。しかし、ガーナ国では配電系統の密度が増加し、また外延的に

かなり延びているため、配電計画はそれぞれの支社で実施することが適当な状況となってきてい

る。本マスタープランでは２回にわたるワークショップで支社の配電計画技術者を訓練し、実際

に配電計画を実施してもらうことで支社レベルの人材を育成することも重要な課題として取り組

む方針である。このマスタープランを契機として、ECG 及び NED の支社レベルで配電計画を実

施する体制が導入されることが期待され、技術協力プロジェクト的開発調査として位置づけるこ

とも可能である。 

 

（３）再委託調査の実施方針 

支払意思額、電力需要調査及び配電ロス調査は再委託により実施する予定である。支払意思額

調査は、電気の経済的稀少性を評価する手法として経済評価と政策提言を前提とした電気料金分

析に使うものであるが、再委託調査は調査項目と調査対象を絞った簡素な調査で十分である。ECG
はここ 10 年来需要調査を実施していないようで、電力需要調査も重要な調査事項である。しかし、

電力需要調査も調査項目と調査対象を十分に絞りこみ、都市部と地方部の代表的な地点をサンプ

ル調査する簡素な調査で十分である。配電ロス調査も経済財務分析などで使われる基本的なデー

ターであるが、この調査も配電系統をモデル化しサンプル調査することで配電ロスを推計し、再

委託調査の投入量を抑制することが可能と思われる。 

 

（４）本格調査終了後の協力方針 

本マスタープランの完成により資金協力の前提条件が整備されることになる。今回アクラ市内

西部の現地調査で明らかになったことは、配電線が十分に延伸されていないために不法接続で住

民が質の悪い電気を使っているという実態であった。このため継続的に実施されてきた地方電化

無償資金協力とともに、都市部における配電設備整備の重要性を留意する必要がある。また、資

金協力にあたっては世界銀行など他のドナーとの調整が重要である。 

また、今回の調査で明らかになった課題は、人材育成や電気料金徴収などの非技術的課題であ

る。本格調査ではこれらの課題について調査し、人材育成計画や ICT 導入計画など配電事業効率

性改善の提言も行う。本格調査終了後はこの提言にしたがって、人材育成などに対する技術協力

の可能性を検討することで、電力セクターに対するより包括的な支援が可能となる。 

ガーナ国の電力セクターは現在一つの岐路に立たされている。一つの道は今までのように電力

事業に対して国が大きな影響力をもち、十分な費用を回収できる料金設定も行われずに非効率的

な電力供給を継続する道である。もう一つは電気事業体に大きな権限が移譲され、自主的な事業

経営による効率的な電力供給の道である。通常、途上国の経済成長に対する電力需要の弾力性は

１以上であり、貧困削減に必要不可欠な経済成長を継続するためには十分な質と量の電力供給が

前提条件となる。ガーナ国がこれから後者の道を歩むためには、電力セクターの構造改革ととも

に構造改革を可能とする既存設備の改善とそれを維持管理するための体制整備が重要な課題とな

っている。電力セクター構造改革の成否はここ４、５年で決定すると思われ、日本政府としては

ガーナ国政府の方針を確認したうえで配電部門に対して集中的に支援することで電力構造改革に

対して貢献することが期待されている。 
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（５）案件名の変更 

本案件の事前調査開始時点の案件名は「ガーナ全国配電システム整備マスタープラン調査」で

あるが、事前調査の結果、配電システムの技術的マスタープランだけでなく、配電事業経営から

の視点による調査と提言も重要な課題であることが明らかとなったため、本格調査の調査項目と

した。このため現在の案件名を変更し、本格調査開始前までに「ガーナ国配電部門マスタープラ

ン策定調査」と変更することが望ましい。 

（外務省、経済産業省との協議の結果、案件名は「ガーナ国配電部門マスタープラン策定調査」

に正式に変更された。） 
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第３章 ガーナ電力セクターの現状 
 

３－１ 電力セクターの構造 

ガーナ国は MOE が全国レベルでの電力行政を担い、主な電気事業者は 100％国営企業であり発電・

送電・配電を担うボルタ河電力公社（Volta River Authority：VRA）と株式会社化されているガーナ南

部地域の配電を行う ECG があり、さらにガーナ北部地域の配電は VRA の一部局である VRA-NED に

よって行われている。 

ガーナ国においては、1966 年にボルタ河電源開発計画による Akosombo 水力発電所（第１期）が完

成し、1972 年には第２期工事が完成して、最大出力 912MW（2005 年に完成した改修工事によって現

在では 1,020MW）となり、電力供給量は飛躍的に伸びた。また、1972 年には隣国のトーゴ、ベナン

両国への送電線が完成した。さらに、1982 年には Akosombo 水力の下流に Kpong 水力発電所（160MW）

が完成した。こういった大規模開発の結果、1980 年代までは安価な電力を国内に供給するとともに近

隣諸国にも輸出していた。しかし、1991 年以降、電力需要はその料金の安さにも誘引され急増したた

め、近年は電力需要を水力発電所のみでは賄えず、また、長期的な渇水傾向もあることから、ガーナ

沿岸地帯の西部に Takoradi 火力発電所（合計出力 660MW のコンバインドサイクル発電所であり、こ

のうち 550MW が完成している）を建設して不足分を補っているほか、コートジボアールからの国際

連系送電線を介した電力輸入も行っている。Akosombo 水力と Kpong 水力、さらに Takoradi 火力第１

期の 330MW（1997 年完成）は VRA が所有しており、第２期の 220MW は VRA と米国の CMS Energy
社との合同事業体である Takoradi International Company（TICO）の所有となっている。現在、TICO
社は最後の 110MW 蒸気サイクル発電機の設置工事中である。 

このようにガーナ国の電力供給は、現在でも Akosombo 水力発電所に圧倒的に依存しているが、そ

の供給力は降雨量によって大きく左右されるという脆さをもっている。実際に、2002 年から 2003 年

にかけての渇水時には輪番停電措置を発動されたほか、ボルタ河開発計画の目玉事業であった大口需

要家のアルミ精錬工場（The Volta Aluminium Company：VALCO）（年産 20 万トンの能力を持つアル

ミ精錬企業）が事業休止に追い込まれた〔VALCO については、大株主だったカイザー社が撤退して

ガーナ国政府が株式（全体の 90％）を肩代わりし、部分的に事業を再開している〕。 

ガーナ国では今後とも電力需要の伸びが続くと予想されるため、新たな電源として工業地区のテマ

には 300MW の火力発電所開発計画が進められているほか、未開発の水力資源開発案件としては西部

の Bui 水力発電計画（400MW）が中国の援助を受けてスタートしたところである。 

 

表３－１ ガーナ国の発電設備一覧 

 発電所 最大出力 

水力発電設備 Akosombo 水力 
Kpong 水力 

1,020MW 

160MW 

火力発電設備 TakoradiⅠ 
TakoradiⅡ 

330MW 

220MW 

 

MOE のほか、電力セクターに関連する政府機関として、電気事業の再編成、分割・民営化を促進す

るために設けられた EC、電気料金の認可を行う PURC がある。 

 



－12－ 

（１）EC 
エネルギー分野における組織改革などの重要事項についてエネルギー大臣に助言を行う組織と

して 1997 年に設立された。安定的かつ経済的な電力を供給するために、国のエネルギー資源の管

理・利用に関する政策や事業計画の評価、指導・助言を行う。電力分野では電気事業の発電、送

電、配電部門の分割などの重要事項を担当している。 

（http://www.energycom.gov.gh/） 

 

（２）PURC 
電気料金と水道料金の設定を独立した立場で審査する目的で 1997 年に設立された。電気事業者

と需要家との間に立ち、各種基準やガイドラインを策定し運用する。具体的には電気、水道料金

の設定及び調整、VRA から ECG への売電料金の設定などを行う。 

（http://www.purc.com.gh/legislation.htm） 

 

３－２ 電力政策 

（１）電力供給力の確保 

ガーナ国政府は 1995 年に長期総合開発指針として「VISION 2020」を策定し、2020 年を目途

に中所得国への仲間入りを目標とし、人的資源開発、経済成長、農村開発、都市開発及び開発の

ための環境整備を重点計画分野として掲げている。電力供給は「VISION 2020」の中で最優先課

題として位置づけられており、電力分野における最終目標を全国民への電気供給としており、以

下の項目を開発目的としている。 

 

表３－２ 「VISION 2020」における電力セクターの開発目的 

１．社会経済発展を支えるために、信頼性のある経済的かつ効率的な電力供給体制を確保する。 

２．電力セクターを国内外の投資家に対して魅力のある分野とする。 

３．電気事業者への民間資本の導入により、官民パートナーシップ体制及び共同企業体方式の導入

を通じて電力事業の商業的価値を高める 

 

ガーナ国の電力行政は MOE が所管している。MOE は 2001 年に従来の鉱山エネルギー省から

分離独立した組織で、電力と石油・天然ガスに関するエネルギー政策の計画策定、予算編成を行

っており、その職員数は約 40 名である。電力政策の基本的な柱となるのは、電力需要家に対する

低廉な電力の安定供給と未電化地域の電化である。前者については、最近の電力需要増が年率７％

であるため既存電源では近い将来に供給力が不足することは明らかであり、さらに水力依存度が

高いことから渇水時のための予備力確保も重要である。こういった観点から、MOE としては次の

プロジェクトを推進している。 

１）TICO の発電設備増設（110MW 蒸気サイクル）が、2008 年の運転開始を目標に進められてい

る。 

２）テマに VRA と民間資本との合同事業によって建設予定の 300MW 級火力発電所の入札手続き

が実施済みで 2008 年の完成をめざしている。 

３）我が国の国際協力銀行（Bank For International Cooperation：JBIC）の資金によって建設された

発電バージ（125MW）をガーナ西部の Effasu に曳航し設置済みであり、今後、天然ガス田から

のパイプラインを建設し発電する計画となっている。 
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４）西アフリカ・ガスパイプラインプロジェクト（West African Gas Pipeline Project：WAGPP）
が開始され、ナイジェリアからベナン、トーゴを経て Takoradi 発電所までの天然ガスパイプラ

インが建設中であり、同発電所の発電コスト削減に寄与するものと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１ WAGPP 計画図 

 

５）Bui 水力発電計画（400MW）について中国企業との覚書（Memorandum of Understanding：
MOU）が締結され、環境影響評価（Environmental Impact Assessment：EIA）が開始された。 

６）電力系統連系しているコートジボアール、トーゴ、ベナンとの間の電力融通を活発化させる

プロジェクトである西アフリカ電力共同管理協定（West Africa Power Pool：WAPP）が進めら

れており、ガーナ国もこのための送電施設の拡充を進めている。 

 

（２）地方電化の推進 

一方、未電化地域の電化については MOE としては 1989 年に全国電化スキーム（National 
Electrification Scheme：NES）を策定しており、同計画は 2020 年までに全国をカバーする送配電

網を構築するという政府の電化方針である。具体的な計画についてはカナダ政府の援助によりカ

ナダの電力コンサルタントであるAcers Internationalが原案を作成した。1989年時点で郡都（District 
capital）110 か所のうち 64 が未電化、また人口 500 人以上のコミュニティ 4,175 のうち、3,697

コミュニティが未電化であったが、NES に基づき 1991 年から 2020 年までの 30 年間を５年ごと

の６期に分けて人口 500 人以上の全町村に対する電化を行い、全国の世帯電化率を 70％にすると

いう全国電化計画（National Electrification Plan:NEP）が作成された。さらに、NEP の補完プロジ

ェクトである SHEP が 1990 年代から継続的に実施されており、その結果、現在では 110 地方中心

地（district center）はすべてグリッド電化され、さらにグリッドに近い多数の村落も電化された。

この結果、全国の世帯電化率は 50％を超えており、西アフリカ諸国の中では非常に高い。 

１）NEP 
1991 年から開始された NEP のフェーズ１（1991～1995 年）では郡都の電化を優先すること

とし、未電化の 64 郡都のうち 41 郡都を電化し、引き続きフェーズ２（1996～2000 年）で残り

の 23 郡都の電化を実施し、1998 年までに全国の 110 郡都の電化を完了した。また、同時に郡

都を結ぶ送電線ルートに位置する多数の町村も電化された。その後も NEP は継続され経済的に

投資効果の高い町村を優先的に配電線延長が行われている。NEP は世界銀行のほか、日本、オ

ランダ、スウェーデン、フィンランド等の各ドナーによるグラントやソフトローンが資金源と

なっている。また、NEP に基づく電化事業の財源として 1989 年に電化税（National Electrification 
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Fund Levy）が創設された。創設当時の税額はセディ（￠）1.5/kWh であったが、1995 年に￠

1.7/kWh に引き上げられ、その後は据え置かれている。ただし、現在ではセディ価値の大幅な

下落によってこの電化税による税収は非常にわずかなものとなっている。なお、2006 年７月時

点で US＄１はおよそ￠9,150 である。 

NEP 実施による社会経済的な実施効果としては以下の項目を掲げており、電化による地方部

の経済発展及び住民生活水準の向上を期待している。 

ａ）国全体の経済開発の促進 

ｂ）地方の貧困削減と生活水準の向上 

ｃ）地方における中小企業（地場産業）の振興 

ｄ）農業、保健、教育、観光等のセクター活動の活性化 

ｅ）地方での雇用機会創出及び都市部への人口流入抑制  

２）SHEP 
上記 NEP の補完的な事業として、電化時期が遅れている地方村落からの督促要請に対応する

ために、主要町村から順次周辺部の町村まで送配電線を延伸する SHEP が展開されている。

SHEP は NEP で電化対象とならない遠隔散村地域において、住民からの部分的な資金供出を募

るとともに他ドナーからの援助を活用して政府が機材支給と施工を行い、自立的な電化促進を

図るものであり、NEP を補完する事業と考えることができる。既に、ガーナ国では全国をカバ

ーする送電網の建設という NES の目標は達成されており、現在は事業対象が中心地以外の町村

となっている。したがって、電化事業の中心プログラムは SHEP となっている。具体的には、

SHEP の電化対象地区は以下の条件を満たす必要がある。ただし、実際の対象村落の選定にあ

たっては政治的な要因によって大きく左右されるといわれており、ECG や VRA-NED との調整

はほとんど行われていない模様である。 

ａ）対象地域が既設送配電線（33kV または 11kV）から 20Km 以内に位置している。 

ｂ）配電用電柱（木柱）の費用は住民が負担する。 

ｃ）住民の３分の１以上が屋内配線を終了し、電化事業を希望している。 

 

1990 年から 2000 年（NEP のフェーズ１及び２）にかけて、NEP 及び SHEP で電化された町

村数は次のとおりである。 

 

表３－３ プロジェクト形態ごとの電化町村数（1990～2000 年） 

プロジェクト形態 電化町村数 

 NEP 430 

 その他のプロジェクト 405 

 SHEP1 50 

 SHEP2 250 

 SHEP3 フェーズ 1 280 

 SHEP3 フェーズ 2 494 

合計 1,909 

出典：MOE 資料（2006） 
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2001 年から 2005 年（NEP のフェーズ３）にかけて実施されている電化事業は以下のとおり

である。現在は、SHEP4 のフェーズ１が実施されており、約 2,500 町村を新たに電化しようと

計画されているがそのために必要な資金は約 US$３億 5,000 万と試算されている。 

 

表３－４ プロジェクト形態ごとの電化町村数（2001～2005 年） 

プロジェクト形態 電化町村数（予定） 電化町村数（完了） 

SHEP3 フェーズ 3 700 573 

SHEP4 フェーズ 1 193 17 

Electrification of Volta Lake  
Resettlement Townships 
（Volta 貯水池建設に伴って移転し

た村落の電化プロジェクト） 

144 144 

EU Funded Electrification Project  108 108 

Electrification Project of Nyinahin &
23 other towns 

24 24 

Electrification in Amansie West 10 10 

Other Projects 364 204 

合計 1,443 1,099 

出典：MOE 資料（2006） 

 

このように 1989 年以前には 478 町村しか電化されていなかったが、その後、約 3,000 町村が

電化されたことになる。このうち SHEP で電化されたのは約 1,900 町村である。また、電化率

で見ると1989年時点で全人口の15％しか電化されていなかったが、2000年には 43％に向上し、

現在では 54％以上となっている。 

電化事業資金については、ガーナ国政府が 1990 年から 2005 年の期間で年平均 US$500 万の

予算を支出したほか、世界銀行、日本、米国、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、ドイ

ツ、インド、中国等の援助に依存している。電気事業の構造改革の一環として、援助資金を含

めて電化事業全体への資金調達と電化事業からの投資回収等に責任を有する電化基金ボード

（National Electrification Fund Board）設立のための法制度整備の準備が進められている。 

こういったガーナ国のきわめて積極的な地方電化政策は、ガーナ貧困削減計画の中でも重要

施策として位置づけられている。IMF の指導のもとに 2003 年２月に作成されたガーナ貧困削減

戦略〔Ghana Poverty Reduction Strategy（GPRS）2003－2005〕は、生産及び雇用促進対策の一

環として、経済活動の支援、とりわけ地方における貧困削減のための基礎インフラ開発促進の

ために信頼性が高く、低廉なエネルギー供給システムの開発を目標としている。将来のエネル

ギーの安定供給のための具体的な対策としては、WAGPP の完成、Bui 水力発電所の建設、

Takoradi 火力発電所の増強、太陽光エネルギーの利用促進を指摘している。また、地方におけ

る生産活動のためのエネルギー供給力の増強について、インターネットを含む通信技術の開発

にとって電力供給が必要不可欠であることを強調している。このための具体的な対策としては、

ECG、VRA、VRA-NED が自立電化プロジェクトを通じて貧困である地方村落の電化を促進で

きるように各機関の経営基盤の強化に取り組むことにしている。また、伝統的なバイオマス燃
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料に大きく依存している家庭用エネルギーの供給基盤の強化のため、太陽光発電とバイオガス

等の再生可能エネルギーの導入を提言している。さらに、農産物加工の電力を供給するため、

単相での配電よりも動力利用に適した３相配電を拡大すべきであるとしている。特に重要な視

点として、再生可能エネルギーの開発利用をこれまで以上に促進すること、地方における生産

活動に利用可能な電力供給を促進すること、地方の貧困者が電力を生産活動に利用することを

促進することの３点を強調している。 

３）オフグリッド電化 

地方電化は料金収入の少ない供給地域を拡大するものであり、電気事業としては採算がとれ

ないため事業者としては手がけたくない事業である。それをどのようにして促進し、維持して

いくかは政府の政策にかかっている。ガーナ国の NES は全国を電化することを目標としている

が、電化手法については配電線延長だけが対象となっており、プログラムとして進められてい

るのは NEP とそれに付随する SHEP のみである。SHEP の対象となる村落が既存のグリッドか

ら 20km 以内にあることが条件となっており、このため SHEP の対象となりえないさらに遠隔

地の村落をどのようにして（SHEP 以外のスキームで）電化していくのかという問題は別途検

討されなければならないが、オフグリッド電化については現在のところ政策的に明確な位置づ

けはされておらず政府としての実施計画もない。 

このような積極的な配電線延長とほとんど手がつけられていないオフグリッド電化という対

極的な取り扱いになっている背景としては、国の宝ともいうべき巨大な Akosombo 発電所があ

り、これまで電力供給力に大きな余裕があったことが背景にあると考えられる。電力需給がタ

イトであれば配電線延長のためには電源開発から行わなければならず、その推進を宣言するこ

とは政府としても慎重にならざるをえないはずである。しかし、ガーナ国には豊富な電力供給

源が存在したため、こういった恵まれた条件を活用し、ドナーからの援助を得て、ガーナ国政

府は地方部の送配電線整備を早いスピードで行ってきたわけである。政府としては地方住民の

要望に応える必要があり、需要密度の低い北部地域にも配電網を拡大していったが、同地域で

の配電事業は赤字となることは明らかであるため、北部の配電事業を ECG から切り離して、

1987 年に VRA-NED を設立するという措置も講じた。その結果、全国の世帯電化率は 50％を超

える水準まで達し、ガーナ国政府はこういった大きな成果を国民に PR してきた。このように

配電線延長による電化が着実に進められている状況では、オフグリッド電化はますます影が薄

くなる。なぜならば、オフグリッド電化をするという場合には、その地域には配電線は延長で

きないということを住民に説明せざるをえないからである。これまで SHEP で多数の村落を電

化してきた政府としては、配電線延長ができないと説明した場合の住民からの反発は政治的に

大きなダメージとなる可能性が高い。こういった事情から配電線延長とオフグリッド電化を同

時に進めていくというのは難しいと考えられる。MOE におけるオフグリッド電化の担当者はわ

ずかに２名というのもガーナ国政府の姿勢を表しているといえよう。 

オフグリッド電化の最も有力な方法は太陽光発電利用の電化である。しかし、ガーナ国では

これまで実施されたいくつかの太陽光発電地方電化プロジェクトはすべて問題があり、持続可

能な状態にはなっていない。SHEP が政府主導で推進されている結果、遠隔地の未電化村落で

もグリッド電化を期待する傾向が強まり、太陽光発電の普及は後回しとなるのは当然であるが、

そろそろ SHEP も限界に近づきつつあると考えられ、また電力供給力の余裕もなくなっている

ことから、MOE としては長期的にグリッド電化が困難と考えられる遠隔地向けのオフグリッド
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電化計画を策定すべき段階に差し掛かっている。なお、MOE は地方遠隔地にある学校や診療所

等への太陽光発電設備の設置については積極的に取り組んでいる。 

オフグリッド電化が拡大すれば、不採算な配電対象範囲の縮小という消極的な面で ECG や

VRA-NED にとっても将来的に経済的メリットがあるはずであり、さらに、一部の国では電気

事業者がオフグリッド電化事業も担当している事例も存在するため、SHEP と同様な政府支援

を前提にオフグリッド電化事業も実施するという経営判断もありうる。そういった様々な観点

から両社がオフグリッド電化にどのように関与するかについて本格調査の中で経営陣も含めた

議論を行うことが重要であろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：JICA Country Assistance Framework Study（2005） 

図３－２ MOE 組織図 
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３－３ 電力需給の現状と将来計画 

（１）電力需給の現状 

ガーナ国の電力供給は、VRA が、Akosombo 水力、Kpong 水力及び Takoradi 火力により発電さ

せた電力を、ECG、VRA-NED、ボルタアルミ精錬会社（Volta Aluminum Company：VOLCO）、

シャンテ金鉱会社、ドンク・プレスティア鉱山会社、ビリトンボゴス金鉱山会社等へ供給してい

る。このうち ECG と VALCO の２会社への販売電力量が 80％を占めている（表３－５）。 

 

表３－５ 電力需給状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：Mines はアシャンテ金鉱会社、ドンク・プレスティア鉱山会社、ビリトンボゴス金鉱山会社等である。 

出典：VRA 資料 

 

一方、同国の電力系統は、図３－３に示すように Akosombo 水力及び Kpong 水力の電力や

Takoradi 火力の電力を、南部及び北部の地域に 161kV の基幹送電線により各 Region の主要な電力

消費地へ送電し、その地点から 161/33kV や 161/34.5kV 変電所により降圧して、33kV・11kV や

34.5kV・11kV の配電網へ電力を供給している。 

 

年 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
発電電力量（VRA） ① 5,924.3 7,222.7 7,859.1 7,295.5 5,900.4 6039.0 6787.9
発電所所内消費量 ② 25.7 20.1 27.6 39.3 40.5 26.3 37.5
発電所端電力量 = ①-② ③ 5,898.6 7,202.6 7,831.5 7,256.3 5,859.9 6012.7 6750.4
融通電力量（CIE）輸入 ④ 1,031.6 863.6 461.9 1,145.7 940.2 878.4 814.6
変電所所内消費量 ⑤ 2.5 3.1 4.5 5.7 4.9 4.7 5.0
電力供給量 = ③+④-⑤ ⑥ 6,927.7 8,063.2 8,288.8 8,396.2 6,795.2 6,886.5 7,560.1
販売電力量 ⑦ 6,478.7 7,442.5 7,727.5 7,416.6 5,858.1 6,021 6,639

販売電力量（ECG） 3,492.5 3,918.6 4,174.8 4,326.3 4,505.4 4,688 4,906
販売電力量（VRA-NED） 306.8 330.3 355.2 382.8 425.8 443 478

販売電力量（VALCO） 1,928 2,505 2,565 2,063 250 10 259
販売電力量（Mines, ATL, etc.） 751.0 688.8 632.8 644.8 676.5 880 996

融通電力量（CEB）輸出   ⑧ ⑧ 325.6 391.9 302.1 611.4 603.9 300.0 300.0
販売電力量（輸出含む） = ⑦+⑧ ⑨ 6,804.3 7,834.4 8,029.5 8,028.0 6,461.9 6,321.0 6,939.0
送配電ロス = ⑥-⑨ ⑩ 123.4 228.8 259.3 368.2 333.2 315 407
ロス率（%） = ⑩/⑨*100 ⑪ 1.8 2.9 3.2 4.6 5.2 5.0 5.9
最大需要電力（MW） ⑫ 1,061.0 1,161.0 1,181.2 1,226.5 1,184.0 1,125 1,297
負荷率（%） = ⑨*1000/⑫/8760*100 ⑬ 73.2 77.0 77.6 74.7 62.3 64 61
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出典：VRA 

図３－３ 電力系統図 
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同国における 2005 年における電源－変電所－需要の需給バランスを表３－６に示す。これによ

ると、数値上はバランスを保持している。しかし、1998 年の大渇水のときのような事態になると、

同国の電源容量の 68％強を水力に依存している状況では、事態は一変し、需給が逼迫してしまう。 

 

表３－６ 電源－変電所－需要の需給バランス 

年 発電容量（MW） 変圧器容量（MVA） 最大需要（MW） 

2005 

1,730 

内訳 

Akosombo 水力 1,020MW
Kpong 水力 160MW 

Takoradi 火力 550MW 

VRA 1,695 

ECG 1,580 

計 

3,275 

1,297 

出典：VRA 及び ECG 

 

表３－６からは、発電容量を上回る変電所の変圧器容量が設置され、かつ、最大需要電力を

150％上回る予備力があることがわかるが、水力は近年の渇水により設備容量をかなり下回る発電

しかできないこともあったので電源確保については、偏らないようにすることが課題である。 

そこで同国では、水力の占拠率を下げるべく火力電源の開発計画や送変電開発計画を表３－７

に示すように、増加する電力需要に対応して開発計画を立ててはいるが、資金の裏付けはいまだ

確定していない。また、国際電力融通の連系線としては、西アフリカ電力系統によりコートジボ

アールと 225kV 連系線により、トーゴやベナンとは 161kV 連系線により国際連系を行っており、

電力融通を行っている。 

 

表３－７ 電力開発計画と需要 

発電容量・電力量（MW･GWh） 電力需要 

年 追加 

開発分 

累計 

容量 

発電 

電力量

（GWh）

送変電開発計画 

（161kV 以上の 

送電線･変電所） 

需要量 

（GWh） 

（ロス含） 

最大需要

（MW）

2005  1,730 7,996  7,996 1,297 

2006   9,831 161kV クマシ～スニヤニ送電線 9,831 1,366 

2007 
230 

（TICO,バージ）
1,960 11,198  11,198 1,427 

2008 
300 

（Tema火力） 
2,260 11,760 

330kV アボアジ～ボルタ送電線 

161kV クマシ～新オブアシ送電線 

161kV ツマ～ハンワ送電線 

161kV アクラ変電所 

11,760 1,497 

2009  2,260 12,168 － 12,168 1,573 

2010  2,260 12,524 

161kV クマシ変電所 

330kV アボアジ～プレステア～ 

クマシ間送電線 

12,524 1,646 

2011  2,260 12,894  12,894 1,715 

2012  2,260 13,274  13,274 1,791 

2013  2,260 13,654  13,654  

2014  2,260 14,041  14,041  

2015  2,260 14,442  14,442  
出典：VRA 
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（２）南部における電力供給の現状 

南部は、行政的には７つの Region に電力を供給し、設備の運営維持管理を９つの Regional Office
が実施している。2000 年から 2005 年までの購入電力量の伸び率は 3.8％となっている。このうち

配電系統におけるロス率は 20％以上となっており、かなり高い値となっている。この原因は、技

術的な理由として、430/240V へ降圧する変圧器容量が 50kVA、100kVA、200kVA、315kVA 及び

500kVAと比較的大きな容量で配電しているため、低圧配電線を長くしてしまう傾向にあること、

30 年以上稼働している老朽設備があり、低効率で設備を稼働していること、盗電等の理由があげ

られる。また、非技術的な理由としては、積算電力計が需要家の建造物の中にあるための盗電、

グリッドへの接続に時間がかかるための不正接続による盗電、集合家屋の建物に設置してある積

算電力計が需要家数だけないことなどの理由が主なものと考えられる。最近の ECG の販売電力量

を表３－８に示す。 

 

表３－８ ECG 販売電力量の推移 

年 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

購入電力量（GWh） 3,989 4,175 4,326 4,505 4,496 4,818 

販売電力量（GWh） 3,086 3,080 3,200 3,343 3,540 NA 

ロス（GWh） 903 1,095 1,127 1,162 956 NA 

ロス率（％） 22.6 26.2 26.1 25.8 21.3 NA 

出典：ガーナ国北部再生可能エネルギー利用地方電化 MP 調査及び ECG 年報 

 

（３）北部における電力供給の現状 

北部は、行政的には３つの Region に電力を供給し、設備の運営維持管理を５つの Area Office1
が実施している。2002 年から 2005 年までの購入電力量の伸び率は 7.7％となっている。このうち

配電系統におけるロス率は 30％以上となっており、かなり高い値となっている。この理由として

は、南部と同じ理由が考えられる。しかしながら、数値からわかるように北部の需要は、南部の

10 分の１以下ときわめて少ないが、面積的には国土の 65％を占めている現状である。最近の

VRA-NED の販売電力量を表３－９に示す。 

 

表３－９ VRA-NED 販売電力量の推移 

年 2002 2003 2004 2005

供給電力量（GWh） 383 424 480 478 

販売電力量（GWh） 265 285 325 NA 

ロス（GWh） 118 139 155 NA 

ロス率（％） 30.8 32.8 32.3 NA 

出典：ガーナ国北部再生可能エネルギー利用地方電化 MP 調査 

   及び VRA-NED 年報 

                             
1 ECG と VRA-NED では、支所の呼称が異なり、ECG では Regional Office、VRA-NED では Area Office としている。 
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（４）将来の電力需給 

電源開発及び 161kV の送電線の整備開発と同じように、161/34.5kV 及び 161/33kV の基幹変電

所（Bulk Supply Point：BSP）の整備・開発計画の実行が進むと同時に、本マスタープラン計画

により長期的視野に立った 34.5/11kV や 33/11kV の一次変電所（Primary Sub-station：PSS）及び

11/0.4kV や 34.5/0.4kV 並びに 33/0.4kV の二次変電所（Secondary Sub-station：SSS）の既設設備

の更新・増強計画、34.5kV、33kV、11kV 及び低圧（430V や 240V）配電線の既設設備の更新・

増強及び新規延伸の計画が整備され、その後の資金調達により長期配電システム整備計画が実行

に移されることにより、配電システムにおける技術的ロスが改善される。同時に非技術的ロスに

ついても本マスタープラン調査により対策等提言され、実行に移すことでガーナ国の電力供給が

信頼性の高いものとなることが期待される。 

 

３－４ 各援助機関の動向 

ガーナ国の電力部門については外国あるいは援助機関からの援助が大きな役割を果している。電力

セクターとしては EU と世界銀行からの援助を受けた Akosombo 発電所の改修という大事業が 2005 年

に完成したところである。現在のところ建設計画中の発電所計画については既にファイナンスは固ま

っており、電力セクターとしては WAGPP や WAPP といった国際プロジェクトが大きなテーマとなる。

このうち、ナイジェリアの天然ガスを利用することを目的とした WAGPP はシェブロンやシェルとい

った石油企業が主体となって推進されているが、有力なパートナーでもあるガーナ国政府の負担につ

いては世界銀行が保証を行っている。また、WAPP については 2006 年７月に関係各国の電力会社が協

定書にサインして本格的な事業がスタートしたところであるが、このプロジェクトについては世界銀

行や米国の USAID が援助を行っている。なお、この WAPP の上位組織として西アフリカ諸国経済共

同体（Economic Community of West African States：ECOWAS）がある。このほか、世界銀行として

は VRA の送配電設備増強への支援を狙いとした「ガーナ・エネルギー開発及びアクセスプログラム」

（Ghana Energy Development and Access Program：GEDAP）を準備中である。 

UNDP は、北部州北東部において太陽光発電（Solar Home System：SHS）プロジェクトを 1999～2001

年に実施した。プロジェクトの母体は国連開発計画（United Nations Development Programme：UNDP）、
GEF 及び MOE で、約 1,500 セットの SHS 設備が設置された。現在、UNDP はガーナ国では環境問題

や資源・エネルギーの有効利用などを重点分野としている。 
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第４章 配電部門の現状 
 

４－１ 配電部門の構造 

（１）ECG の配電部門 

ECG における配電部門本部の構造は、図４－１に示すように８つの部門から構成され、本マス

タープランに直接関係する部門は、本部の Engineering、Operations、Customer Services の３部門、

９つの各 Regional Office 2（図４－２に示す）及び Sub-transmission になる。特に、配電計画を直

接担務しているのは、本部の Engineering Department であり、各 Regional Office から提出される

配電改修工事計画を審査している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：ECG 資料 

図４－１ ECG 配電部門本部の組織図 

                             
2 Accra East、Accra West、Ashanti East、Ashanti West、Eastern、Western、Volta、Tema の 9 Regional Office 
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出典：ECG 資料 

図４－２ Regional Office の組織図 

 

（２）VRA-NED の配電部門 

VRA-NED における配電部門の構造は、図４－３に示すように NED の８部門から構成されてい

る。本調査に直接関係する部門や人は、本部の Technical 部門と５つの Area Office 3（図４－４に

示す）のエンジニアである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出典：VRA 資料 

図４－３ VRA-NED 本部の組織図 

 

                             
3 Upper East、Upper West、Northern、Brong-Ahafo sunyani、Brong-Ahafo Techiman の 5 Area Office 
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出典：VRA 資料 

図４－４ VRA-NED Area Office の組織図 

 

 聞き取り調査によると、事故時の対応は、ECG 及び VRA-NED の両組織とも Operation 部門に

事故復旧班なるグループがあり、顧客や所管支所の職員の通報を受けて出動し、復旧作業にあた

るとのこと。事故の程度により復旧作業時間も変化する。 

 

（３）年間平均電力供給支障について 

入手できたデータによると ECG における 2005 年の電力供給支障としては、一需要家当たり年

間平均約 28 時間、100km 配電線当たり年間平均約 55 回の停電となっている。したがって、電力

供給支障による営業収入減にも影響しており、当然ロス低減とともに重要な課題である。 

 

４－２ 配電ロスの現状と対策 

インフラである電力設備の開発にあっては、発電や送電にハイライトがあたり投資されてきたが、

配電設備に対しては、設備投資対象から見過ごされ放置されてきたため、長期間にわたり同じ老朽化

した設備（変圧器、開閉装置、配電線導体等）で稼働してきた。このため電力の供給効率が低下し、

結果として産業の成長阻害要因となっていた。 

同国の配電ロスは、ECG が 20％以上、VRA-NED が 30％以上と非常に高い状況である。特に、北部

は南部に比べて電力需要が少なく（販売電力量からわかるように北部の需要は南部の概ね 10 分の１以

下）、配電距離も南部に比べて長距離となるため、ECG と同様に以下に掲げる技術的課題に対して検

討を行い、供給する電力品質を向上させ、供給信頼度を上げることが事業の経営的な観点からも重要

である。また、配電計画実施にあたっては、ガーナ国側の C/P と計画及び作業手順等を十分に打合せ

たうえで計画検討を進める必要がある。 
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（１）本調査において見直しした長期電力需要想定を基に、33/11kV や 34.5/11kV の変電所の変圧器

容量のチェックを行う。 

 

（２）ピーク時間帯において需要家端での電圧降下の大きい低圧配電線（430/240V）については、配

電線の供給範囲を見直し、新規に変圧器を設置するなどの対策を検討する。 

 

（３）本調査において見直しした長期電力需要想定を基に、11kV の中圧配電線の延伸を検討したうえ

で 11/0.4kV 二次変電所の新規建設を検討する。 

 

（４）既設配電線の導体サイズを合わせて見直す。 

 

（５）南部においても、地方部の町中から離れた地点において、見直しした電力需要想定を基に 33kV
の高圧配電線延伸を検討したうえで 33/0.4kV 二次変電所の新規建設を検討する。 

 

（６）末端配電線の電圧降下改善のためキャパシターバンクの導入も検討する。 

などである。 

 

 上記の配電ロス低減方針を基に、具体的な検討項目は以下のとおりである。 

１）的確な電力需要見直し検討 

２）11kV 中圧配電線の更新・増強（導体サイズの見直し）検討 

３）11kV 中圧配電線の延伸検討 

４）二次変電所（11/0.4kV 変電所）の配電用変圧器容量の見直し検討 

５）11/0.4kV 変電所の増設検討 

６）33kV 高圧配電線の更新・増強（導体サイズの見直し）検討 

７）33kV 高圧配電線の延伸検討 

８）一次変電所（33/11kV 変電所）の変圧器容量の見直し検討 

９）一次変電所（33/11kV 変電所）の増設検討 

10）供給基準電圧維持のための調相設備（キャパシターバンクなど）設置の検討 

11）これらの検討に合わせて老朽化した設備の更新検討 

 

４－３ 電力需要予測の見直し 

本調査の配電網更新・増強・延伸マスタープランのベースとなる電力需要想定は、二次変電所（ECG
については 11/0.4kV または 33/0.4kV、VRA-NED については 11/0.4kV または 34.5/0.4kV）における

2015 年までの電力需要を見直し、33kV 系統を含めた配電システムのマスタープランを策定すること

となる。南部及び北部については、二次変電所変圧器の二次側に設置したメーター計測値から計測時

点での電力需要を把握し、需要家数の伸び率を考慮し将来需要を想定することとなるが、電力料金種

別需要家数伸び率、一需要家当たりの電力消費伸び率、当該線路に接続している需要家の最大需要算

定値から二次変電所最大需要算定のための不等率のパラメータをいかに設定するかなどの課題を

ECG の本部及び Regional Office や VRA-NED の本部及び Area Office の配電計画担当者と十分協議す

ることが必要である。 
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 一つのアイデアとして、本調査の調査時間や MM も限られていることから、低圧配電線路の最大電

力時間帯の負荷を、負荷の大きさ及び都市部と地方部というようなカテゴリーに分類し、それぞれが

ガーナ国配電線の代表的な線路となるよう選定し、計測することにより非技術的ロスの推定や電力需

要の推定に役立てることができると思われる。 

 

４－４ 都市部配電設備の現状 

 都市部の配電線の現状として、南部の ECG 管内においても VRA-NED の管内においても、11/0.4kV
の二次変電所において、430/240V の３相４線式の配電線を引き出し、電力供給を行っている。11/0.4kV
の二次変電所は、図４－５に示すように 11kV フィーダに沢山接続されているため、図の４－６に示

すように、Ring Main Unit（RMU）の構成要素である負荷開閉器（Load Break Switch：LBS）を介し

て接続し、11kV 系統に事故があれば、事故区間の両端の RMU の LBS を開閉し、事故区間を除去し、

復旧工事を行うようになっている。この方式は、北部の都市部においても同じ構成である。この RMU
は、11kV の配電線にのみ適用されており、33kV や 34.5kV には適用されていない。事故時には、ECG
や VRA-NED の事故対策復旧班が現場に到着し、手動により LBS を操作し、事故復旧作業を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－５ 既存配電線構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－６ RMU 
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＜都市部配電設備＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－５ 地方部配電設備の現状 

地方部の配電線の現状は、電圧は異なるが都市部と同様で、南部の ECG 管内では、33/0.4kV の二

次変電所から 430/240V の３相４線式の配電線により電力供給を行っている（一部 3.3kV/0.4kV の電

圧が使用されている地域もある）。 

 

 

 

 

 

 

ECG の低圧（430V）配電線 ECG 管内（Accra West）の低圧不正接続線 

ECG の RMU（新品同様） ECG の低圧配電コンクリート柱 

（根元が壊れかかっている） 
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＜地方部配電設備＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRA-NED の 11/0.4kV 変電所 VRA-NED の RMU 
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第５章 配電事業の諸課題 
 

５－１ 電気料金制度 

ガーナ国では電気料金についてはPURCが規制しており、全国一律の料金となっている。現在の料

金は表５－１に示すとおりであり、2003年10月から施行されている。料金区分は５つで住宅用の電気

料金にはライフライン電力料金があり、１か月の消費量が50kWh以下の場合には￠19,080／月（もと

もとは￠18,000／月であったが物価上昇による自動調整条項適用）の定額負担である。ライフライン

電力料金については、PURCの電力料金設定ガイドラインによれば、全国の月間最低賃金、地方需要

家の支払能力、灯油価格、水力発電平均発電原価の４項目に考慮して決めることになっている（US$１
=￠9,150）。 

 

表５－１ ガーナ国の電気料金（2003年10月時点） 

Tariff Category PURC Approved Rates（￠） 

SLT-LV 

Maximum Demand（￠/kVA/month） 

Energy Charge （￠/kWh） 

Service Charge （￠/month） 

 

143,100 

403 

63，600 

SLT-MV 

Maximum Demand（￠/kVA/month） 

Energy Charge （￠/kWh） 

Service Charge （￠/month） 

 

97,520 

382 

63，600 

SLT-HV 

Maximum Demand（￠/kVA/month） 

Energy Charge （￠/kWh） 

Service Charge （￠/month） 

 

89,040 

371 

63,600 

Non Residential 
0-300 （￠/kWh） 

300+ （￠/kWh） 

Service Charge （￠/month） 

 

848 

1,039 

21,200 

Residential 
0-50 Lifeline Block Charge （￠/month） 

51-300 （￠/kWh） 

300+ （￠/kWh） 

 

19,080 

583 

1,018 
出典：PURC資料 

 

このライフライン料金は通常のブロック料金制のように第一段階のkWh当たりの単価を格安にする

のではなく、月間消費量50kWh以下を定額料金としているのが特徴である。したがって、ごくわずか

しか電気を消費しない需要家にとっては従量料金制よりも不利になってしまうケースが出る。一方、

電気事業者にとっては一需要家から少なくともライフライン料金相当の収入は確保されるわけで、料

金徴収コスト（固定費用）のかなりの部分は回収可能となっていると考えられる。Energy Sector 
Management Assistance Program（ESMAP）など途上国農村部の電力需要に関する各種調査によれば、

未電化村落を電化した場合の電力需要は、所得水準が低く電気機器の所有率も低いため、毎月20KWh
程度という調査結果が多い。こういった平均的需要家やそれ以下の需要家にとってはこのライフライ
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ン料金は必ずしも魅力的ではない。料金理論からいえば料金徴収コストは需要の大小にかかわらず発

生し、それを回収するためにはこういった定額料金部分が必要となるという説明が可能である。しか

し、実際には、地方部のごく零細な潜在的需要家を排除し、逆に、配電事業としては赤字拡大が抑制

されている結果となっている可能性がある。その実態は本格調査における電力需要調査や支払意思額

調査において明らかになるであろう。 

なお、NEP及びSHEPに基づき電化された地域では、需要家が電化後18か月以内に電力供給を申し込

む場合には、接続費用負担をMeter fee（積算電力計設置費用）として￠5,000のみ徴収する軽減措置

が講じられている。18か月を過ぎて申し込むと接続費用（配電線から住宅までの引込み線費用等）は

全額需要家の負担となる。なお、このほかに需要家が電力供給を申し込む場合には、預り金（Security 
deposit：電気料金未払いに備えた預り金）として、住宅用で￠50,000、非住宅用で￠100,000を支払う

必要がある。 

 

５－２ 電気事業者の収支 

配電線延長の拡大に伴って電気事業経営が悪化する懸念がある。この点について2004年の収支をも

とに分析を行う。 

 

（１）VRA 

VRAは、1961年に水力開発とボーキサイト開発を目的に、ボルタ河開発法に基づき設立された

国有公社であり、Akosombo水力、Kpong水力、Takoradi 火力発電所（米国CMS社とVRAとの共同

企業体方式の発電設備を除く）といったガーナ国のほぼすべての発電設備及び送変電設備を所有

するとともにその建設と維持・運転管理を担当している。VRAはVALCOや鉱山等の大口需要家と

ECGに売電するとともに、1987年には北部４州の配電設備をECGから引き継ぎ、VRAの一部門で

あるVRA-NEDが配電事業を実施している。また、これらの事業以外にボルタ湖を利用する漁業、

舟運事業、観光事業、アコソンボの居住地造成管理なども行う大企業である。  

VRA-NEDの需要家数及び電力需要はグリッド電化の進展に伴い急激に増加しているが、広い地

域にライフライン料金対象（50kWh／月以下）の小規模需要家が多く分布しているため、料金徴

収コスト（検針、請求書送達、集金）などの営業費用に比べて収入が少なく赤字構造となってい

る。VRAとしてはECGへの卸売電力料金などの決定権を政府に握られているという事情もあって、

構造的に赤字のVRA-NEDを自社の一部門としている。このようにVRA-NEDはVRAと政府の微妙

な関係のなかで維持されているとみることができよう。VRAの最大の懸案となっているのは、

2005年に部分的に運転を再開したアルミ精錬事業VALCOへの電力供給量とその価格設定である。

VALCOはボルタ開発による低廉豊富な電気を活用した国策事業として発足したものであるが、90

年代にはガーナ国の電力需要が急増し、電力不足の状態となり、VALCOへの電力供給継続が困難

となった。このため、2003年初めにVALCOは操業を完全に停止した。しかし、政治的な事情から

VALCOの株式90％をガーナ国政府が取得し、事業再開に向けた協議が行われ、2005年後半から

VALCO事業は部分的に再開されている。現状ではVALCOの国際競争力維持のため大幅に発電コ

ストを下回る料金設定となっており、その部分の大幅な赤字を他の部門の黒字で埋めるという構

造となっている。VALCOは政治的な理由から当面存続することとなったが、VRAの犠牲によって

成立しているものであり、また、今後の国内電力需要の増加や渇水などによって全国的な電力需

給が逼迫すればVALCOへの風当たりが強まることは確実であり、ガーナ国政府としてどの程度の



－32－ 

期間こういった措置が継続できるかは不透明である。 

 

（２）ECG 

ECGは、1967年に設立されたElectricity Corporation of Ghanaという国営企業であったが1997年

には株式会社化され、部分的に民営化された。その業務は、VRAから電気の卸売りを受け、ガー

ナ国の北部４州を除く南部６州地域の一般需要家への配電事業を実施している。配電系統は33kV
及び11kV以下の電圧である。ECGは南部の主要需要地への供給を独占する一方、採算のとれない

北部を切り離してVRA-NEDに業務譲渡したため、地方部の電化拡大が全社的に及ぼす影響はさほ

ど大きくない。 

以下に、ECG、VRA及びVRA-NEDの2004年の財務データを示す。このデータから地方電化に

関連する事項として以下の点が指摘できる。 

１）VRA、ECGともに最終損益は赤字であるが、赤字幅は売上高に比べればわずかである（赤字

額の対売上比率 VRA：1.4％、ECG：7.2％）。また、キャッシュフローは両社ともプラスで

ある。 

２）VRAの収入構成に占めるVRA-NEDの比率は約７％と小さく、経営全体への影響は限られて

いる。VRAとしてはVRA-NEDの赤字を他部門の黒字で埋めている。 

３）ECG、VRA-NEDの営業収支（減価償却前）を見るとECGは黒字、VRA-NEDは赤字であるが、

ほぼ均衡しており、最終的な赤字は主に償却費負担によるものである。両社とも資産価値の再

評価を行っている結果、償却費が大きな金額となっている。 

４）ECGの未収金は2003年に比べて減少しているが、VRA-NEDは逆に増加している。この原因は

料金滞納の需要家のうちで、病院や学校など供給停止が社会的な事情で困難な施設について供

給停止ができないケースがあり、こういった場合に滞納額が増加するためと説明されている。 

 

表５－２ 電気事業者の収支（2004） 

単位；￠million 

項目 VRA VRA-NED ECG 

売上高 

 3,367,213＊ 

＊政府債権放棄含

（283,617） 

240,346 2,552,061 

営業費用 1,956,778 265,494 2,357,784 

減価償却 1,008,014 201,816 383,396 

営業収支  437,150 -226,964 -189,119 

最終損益 -47,047  -183,644 

未収金  
199,109 

（前年比46,411増）

1,052,341 

（前年比89,930減） 

出典：VRA、ECG年次報告書 

 

 今後、SHEPによってさらに地方遠隔部の配電網が拡大することになると、両社ともその部分は

赤字であるから、経営全体にはマイナスとなる。しかし、現状ではECG、VRA-NEDとも経営危機

というような状況ではなく、キャッシュフローからみて営業的に問題はなく、小康状態にあると
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いってよい。また、VRA-NEDの赤字についてVRAとしては大きな経営問題とはとらえていない。

したがって、当面は両社ともに現状のままで事業運営を行っていくのに問題はない。VRA-NED
は電力構造改革によりVRAから切り離されECGに統合される方向となっているが、現実にはECG
のビジネスはVRAとは異なり、多様化していないため大きな黒字を生み出す部門はなく、

VRA-NEDの赤字を埋めることは難しいと考えられる。したがって、ECGは統合には消極的な立場

であると考えられる。現在のところ、ECGとVRA-NEDとの給与格差（VRA-NEDが高い）が障害

となって、両社の合併の動きは停滞しているとのことである。 

 

５－３ 電気料金徴収制度 

NEP や SHEP によるグリッド延伸事業は政府が政府資金とドナー援助を活用して直接工事を実施し、

完成後に電気事業者（ECG と VRA-NED）に引き渡して維持管理させるというものであり、事業者側

の維持管理コスト負担を考慮していないという側面がある。このため、事業者に過大なコスト負担を

課している可能性が指摘される。すなわち、遠隔地の需要家が増加する結果、毎月のメーター検針、

請求書の送達、集金、料金不払いの場合の督促状の送達などに要する人件費が膨れあがり、一方でこ

ういった需要家からの料金収入はわずかであるため、収支は大幅な赤字となってしまう。今後、SHEP
による地方部の電化がさらに進行していくと、電気事業経営全体としては赤字拡大要因となることは

明らかである。こういった遠隔地需要家についての構造的な赤字をいかに軽減させていくか、また政

府からの補助金の可能性などの問題について、事業者だけでなく政府サイドも巻き込んだ検討が行わ

れるべきであると考えられる。その第一歩としては、ECG 及び VRA-NED が地方農村部における収支

構造と経営全体への影響（地方農村部の赤字が収支全体に及ぼす影響度など）を区分経理して試算す

る必要があり、その結果に基づいて事業経営者と政府の協議が行われるべきである。これまでこうい

った試算は行われていない。この課題について事業者・政府間で具体的な議論が開始できるよう、本

格調査による詳細なデータ分析が期待される。 

料金徴収については、地方部でも毎月、ECGあるいはVRA-NED職員が各需要家のメーターを検針し、

請求書を届け、集金に行く。各需要家の消費量は検針結果を営業所のコンピューターに打ち込み請求

書を作成する際に記録される。需要家は請求書発行から４週間（28日）以内に料金を支払うという制

度になっている。支払われない場合、督促の手紙を出し、さらに２週間（14日）の猶予期間が与えら

れる。それでも支払われない場合には供給停止となる。これはPURCが決めた消費者保護ルール（法

令）である。このように基本的に電気料金徴収は人海戦術で行わざるをえない。電気使用量が少ない

地方部の需要家については、こういった事務を合理化しない限り赤字は縮小されない。その方向性と

しては、毎月の検針を隔月とするとか、地方村落ではコミュニティ単位の料金負担として各需要家の

負担額はコミュニティ内部で処理してもらうなどのアイデアがある。電気料金については６週間以上

滞納すると供給停止となり、未払料金を支払わないかぎり供給を再開しないという運用となっている

ため、需要家は最終的には支払いに応じる場合がほとんどで未収金が増加するという現象は起こりに

くい。しかし、公共施設（学校、病院など）については供給停止を行うことが困難であるため、料金

未払いが何か月も続き、その結果、未収金が膨張するケースがある。 

また、ECG、VRA-NED ともに料金徴収業務の合理化という観点から、都市部の需要家については

電子式プリペイドメーターの導入を試みている。これは南アフリカ製、中国製などの電子式プリペイ

ドメーターを輸入して取りつけるもので、需要家は ECG あるいは VRA-NED の支所、営業所で支払い

を行い、メーターに挿入する IC カードへの入力を行うという方式である。ガーナ国では紙幣の最高額
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面が￠20,000 であり、高額の支払いを行う場合には大量の紙幣をやりとりしなければならない。した

がって、大口需要家の多い都市部ではこういった事情から集金業務の合理化が重要となっている。こ

れまで使われていた電子式プリペイドメーターは単純な従量料金制度しか適合していなかったため、

ガーナ国で採用されている月単位のブロック料金制度の場合には自動的に料金を計算することができ

ず、需要家が毎月月末に営業所に出向いて消費量を申告し、IC カードに記録されている消費量データ

に基づき、当月の電気料金を計算して支払いを行う必要があった。しかし、今後、導入される新型メ

ーター（中国製）では内部にカレンダーと計算機能が組み込まれており、自動的に毎月の料金を計算

し、既に支払われた金額から差し引くことができる。ECG、VRA-NED ともこういった電子式プリペ

イドメーターは消費量の大きな需要家から設置していく方針であり、地方部の小規模需要家について

はメーターのコストが高く費用対効果が得られないとの理由から設置する予定はないとしている。 

 

＜参考１：電力メーター＞ 

一般に用いられている回転式電力メーターについては事業者が調達したメーター（ガーナ国製）の

精度を ECG、VRA-NED が所有する電力メーター用試験装置によって全数確認してから各需要家に取

りつけるという手法が確実に行われていることが確認できた。この点については特に問題はないと考

えられる。ただし、20 年で交換という基本方針は守られておらず、異常な計測値が出ないかぎりメー

ターの交換は行っていないのが実情である。長年使った場合、電力メーター部品の摩耗、劣化によっ

て測定値に多少の誤差が生じることが考えられる。この点については現在のところ全く考慮されてい

ないが、本格調査において試験的に長期使用後の電力メーターの精度を測定し、その測定誤差の分布

を明らかにすることは重要なデータを提供するものであり、それによってメーターの定期的交換の必

要性などが検討されるであろう。 

 

＜参考２：電力不正使用＞ 

配電部門における大きな問題として、電力の不正引き込み（盗電）やメーターの不正操作などによ

る非技術的な電力ロスという課題がある。こういった問題は放置しておくと近隣に拡大しやすいので

早めに発見し、対策を講じる必要がある。ガーナ国では総合電力ロス率が約 25％であり、そのうち非

技術的ロスは約半分を占めているといわれている。しかし、このロス率の内訳はデータに基づくもの

ではなく、一種の試算であると考えるほうが妥当であろう。したがって、本格調査における詳細なデ

ータ分析によって電力ロスの内訳が明らかになることが期待され、その結果、今後の重点的にとるべ

き対策の検討も加速されるであろう。一般的にこういった事例は農村部よりも市街地で多く発生し、

さらに市街地では巧妙な方法で行われることが多く、目視による発見はなかなか難しい。特に住宅、

ビルの新築や改造の場合に不正な結線が行われないよう、メーターを建物の外側に設置し電気事業者

の工事確認を制度化するなどの対策は最低限必要であろう（この点は ECG、VRA-NED ともに認識し

ており新築物件については外部から見えるところに設置するようにしているとのこと）。不正使用の

発見につながるものとして顧客データベースがある。各需要家の電力消費量をデータベースにしてお

くことにより、家屋の規模に比べて極端に消費量が少ないなど異常な消費データを早期に検出するこ

とが可能となり、不正行為の早期発見につながる。ECG では既にこのような顧客データベースの開発

に着手している。このような顧客データベースについて、我が国の電気事業者の事例やそれを利用し

た異常データ判定方法などの情報はガーナ国の電気事業者にとって貴重なものであり、本格調査にお

ける重要な技術移転テーマとなるであろう。 
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５－４ 人材育成計画 

ECG の配電設備の維持管理については、テマにあるトレーニングセンターにて２年間の期間で人材

育成が行われている。VRA-NED にも自社トレーニングセンタがある。このトレーニングセンタでは、

主として、変電設備や配電設備の維持管理トレーニングとケーブル接続に係る作業のトレーニングが

行われている。しかし、インタビューや聞き取り調査を行った限りでは、配電計画における人材育成

については、ECG 及び VRA-NED ともに行われていないようである。したがって、本格調査の２回の

ワークショップを通じて人材育成することが期待される。 

ワークショップや現場での OJT をとおして配電計画に係る調査項目、調査手順、データ収集・整理・

分析、既設配電システムの検討（導体サイズ、低圧変圧器容量、中圧及び高圧配電線の延伸、低圧変

圧器による供給範囲の変更等の検討課題）を共同で行うことにより技術移転が可能となるはずである

が、現在、ECG や VRA-NED の配電計画本部以外からの技術者は、諸般の事情から１名しか想定され

ておらず、本部だけでなく地方部のオフィスの技術者まで行きわたるためにも、マニュアルの整備が

不可欠となる。また、本邦での研修では、配電計画における計画から建設実施までの一貫した技術移

転を行い、本格調査実施後もガーナ国側 C/P が独力でマスタープランの見直し作業を行い、変化する

実情に適した長期配電計画策定と実施を期待する。 
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＜研修施設＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テマトレーニングセンター看板 トレーニングセンター入口 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

                               

ケーブル接続訓練用機材 変電用訓練機材（時代遅れの機器） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

PC 使用講義室 会議室（メディアプロジェクタ装備） 
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第６章 環境社会配慮 
 

一般的に電気事業用設備のうち配電設備は発電所や送電線に比べて工事規模は圧倒的に小さい。ま

た、需要家に近い地域での工事であり道路や建物が既に建設されているところでの工事が普通であり、

自然環境への影響はわずかである。このような理由から、配電設備は正式な EIA（アセスメント）の

対象外とされることが一般的である。ガーナ国の EIA 規則によれば、電力施設の建設にあたり、以下

の５種類の設備については EIA が義務付けられているが、配電設備についての記述はない。以上の点

から、配電線建設事業については正式な EIA の対象とはならないと判断される。もちろん、工事実施

の前の基本計画作成についても対象外である。 

（１）火力発電所の建設 

（２）ダム及び水力発電所の建設 

（３）国立公園におけるコンバインドサイクル発電所の建設 

（４）原子力発電所の建設 

（５）送電線の建設 

 

しかし、環境問題に慎重な世界銀行では正式な環境アセスメントを必要とするもの（カテゴリーA）

のほか、環境への影響を分析評価すべきとしてカテゴリーB という基準を設けている。世界銀行によ

る例示を以下に示す。 

  １）カテゴリーA 案件／項目 

ａ）ダム及び貯水池 

ｂ）林業生産案件 

ｃ）工場施設（大規模）及び工場用地（大規模な拡張、復興、改造も含む） 

ｄ）灌漑、排水、及び治水（大規模） 

ｅ）水産及び海産業（大規模） 

ｆ）土地の開拓及び整地 

ｇ）鉱物開発（石油及びガスを含む） 

ｈ）港湾開発 

ｉ）埋め立て及び新規土地開発 

ｊ）移住 

ｋ）河川流域開発 

ｌ）火力及び水力発電開発または拡張 

ｍ）殺虫剤その他有害性／毒性物質の生産・輸送・使用 

ｎ）幹線道路・農村部道路の新規建設または大規模な改良 

ｏ）有害廃棄物の管理と廃棄 

 

  ２）カテゴリーB 案件／項目 

ａ）農産工業（小規模） 

ｂ）送電 

ｃ）灌漑及び排水（小規模） 

ｄ）再生可能エネルギー（水力発電ダムは除く） 
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ｅ）農村部の電化 

ｆ）観光 

ｇ）農村部の上水道及び衛生 

ｈ）流域案件（管理または復興） 

ｉ）保護地域と生態系の保全 

ｊ）幹線道路・農村部道路の維持・再建 

ｋ）既存工業施設の再建・修復（小規模） 

ｌ）エネルギー効率及び省エネルギー 

 

  ３）カテゴリーC 案件／項目（環境への影響がないと考えられる項目） 

a）教育 

b）家族計画 

c）健康 

d）栄養 

e）制度開発 

f）ほとんどの人的資源開発案件 

 

この分類に従えば配電線工事もカテゴリーB になると考えられる。しかし、これらはあくまでも例

としてあげられたのみで、この事業テーマに属するものすべてについての取り扱いが同じということ

ではなく、個別案件の影響の範囲や程度から判断すべきであるとしている。送電線工事と比較して配

電線工事については、長距離の配電線建設のための森林の大規模伐採や住民移転が必要である場合な

どを除けば、基本的に配電設備による自然環境、社会環境への影響は軽微であると考えられる。世界

銀行では、カテゴリーB についてはかならずしも正式な環境アセスメントを求めておらず、影響が軽

微なものについては、環境影響の予備的な分析を行い、それに基づいて案件の環境管理計画

（Environmental Management Plan）を作成すればよいとしている。 

したがって、本件調査では既に人為的な改変を受けている市街地や農村の道路沿いなどでの工事に

ついては大きな環境問題はないと考えられるが、現在未電化の地域で自然公園内での新規配電線工事

などが必要になるといったケースについてはきちんと調査を行うことが必要となろう。 

Environmental Protection Agency によれば、環境影響が軽微で EIA が必要な場合でも事業規模によっ

ては環境影響がないという確認の意味での Environmental Permit の取得が必要となる場合もありうる

とのことである。これも前述の Environmental Management Plan 作成の考え方に近い。また、ECG の

見解でも都市部で配電線を地下に埋設する場合に、工事のため立ち退きが必要となれば補償金を支払

うことがあるとのことであり、このようなケースが大規模に発生する場合には社会環境影響というこ

とでの事前評価が必要になる可能性がある。 

このような点に留意する必要があるが、本格調査では個別の配電線工事計画の立案は想定されない

ため、国立公園や動物保護地区やその近傍での配電線建設計画が立案された場合などについて、保護

対象となっている自然への影響や景観への影響などの観点からのチェックを行えば十分であろう。ま

た、一部で取り上げられている電磁波による人体（健康）への影響といった問題もまだ科学的な根拠

は示されていない。 



－39－ 

第７章 本格調査での留意事項 
 

７－１ 配電網更新・増強・延伸計画策定に係る留意事項 

第一次現地調査において、調査項目、調査手順、配電計画作業に必要となるデータの収集・整理及

び分析など、計画策定にあたって必要となる作業を C/P との共同作業を通じて技術移転をすることと

なる。この作業においてガーナ国側のエンジニアが 14 名とかなりの数になるので、グループ分け等を

行ったうえで技術移転を綿密にすることが求められる。また、第一次ワークショップでは配電計画に

必要となる簡単な計算プログラムを使用して 11kV/430V/240V の変電所以降の設備計画をトレーニン

グするため、現地調査前の国内準備作業において予め簡単な計算プログラムを準備しておくことが求

められる。 

11kV/430V/240V 変電所の変圧器二次側にメーターを設置し、ロス計測を行うことが考えられるが、

精度を上げるため、期間を可能な限り十分確保することが求められる。結果として得られる技術ロス

と非技術ロスの測定値を経済・財務分析に反映して収益性を判断することが求められる。 

第二次ワークショップにおいて、ガーナ国側 C/P の配電網更新・増強・延伸計画をすべて審査し、

計画ミスの部分については十分議論し、適切なアドバイスを行い、C/P が自力で配電計画を行えるよ

うにすることが重要である。 

この開発調査は膨大なデーターに基づく膨大な配電網更新・増強・延伸マスタープランとなるため、

効率的に共同で作業を行い、期間内に十分な成果を上げることが求められる。 

現在、ECG と VRA-NED という２つの配電事業者が存在しているが、両社は将来合併して事業を統

合することが決まっている。しかしながら、現在のところ合併に関する具体的なスケジュールは設定

されていない。この理由としては、両社の賃金体系の違いなど様々な事情が指摘されている。しかし、

将来的には合併は実現すると考えられ、その場合に備えて両社の技術基準、保守管理手法、データシ

ステムなどの標準化、共通化について現時点から検討を行っておくことが必要と考えられる。そのた

めに、本格調査では両社で用いられている技術を比較対照してその相違点を明らかにし、共通化が必

要なテーマの抽出など将来の統合に向けての明確な方針を打ち出す必要があろう。 

 

７－２ 配電事業経営改善計画策定に係る留意事項 

この開発調査は、今後 10 年程度を視野に入れたガーナ国の配電設備の整備基本計画を作成するもの

である。ECG については配電事業専業で本社技術者の技術力はかなり高い水準にあり、本格調査の内

容についてはよく理解できると考えられる。ただし、配電については地方支所単位での計画づくりや

施工が行われる場合が多くあり、こういった地方部技術者の育成についてはこの開発調査は貴重な機

会となるであろう。また、VRA-NED については配電についての情報蓄積が ECG に比べれば見劣りす

ると考えられるため、この機会にできる限りの知識吸収を期待しているはずである。このため、ECG
と VRA-NED の技術レベルの違いを考慮した技術移転が必要であろう。 

ECG、VRA-NED とも最終損益では赤字体質となっているがそれほど深刻なものとはいえず、営業

収入と営業費用だけを見れば（キャッシュフロー的には）ほぼ釣り合っている状態である。今後、配

電ロスの改善、料金徴収費用の合理化など進めていく時間的余裕はあり、そういった経営改善によっ

て財務体質は強化されよう。現在のところ、配電事業の経営改善についてはプリペイドメーターの部

分的導入や ICT の活用などを進めているが、まだ総合的な対策は立案されていない。本格調査におい

て、盗電対策の強化、地方部での料金徴収方法の見直しなどについて PURC、MOE などを巻き込んだ



－40－ 

議論を行い、具体的な提案を出すことができれば大きな成果になるであろう。 

また、本格調査ではオフグリッド電化についての議論をできるだけ深めることが重要であろう。ガ

ーナ国政府としてはこれまでほぼ計画通り地方部での送配電線の拡張を進めてきた。しかし、こうい

ったグリッド電化は限界に近づきつつあるように感じられる。政府としてオフグリッド電化にシフト

していくのはこれまでの経緯からみて簡単ではないが、この調査での議論がそのきっかけになること

を期待したい。 



付 属 資 料 
 

 
１．署名した M/M 及び S/W 案（2006 年７月 28 日） 

 

２．主要面談議事録 

 

３．電力設備視察記録 

 

４．収集資料リスト 

 

５．署名した M/M 及び S/W（2006 年 10 月 24 日） 
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２．主要面談議事録 

日時： 2006 年７月 18 日 9：00～9：50 

相手国機関： JICA ガーナ事務所 

場所： JICA ガーナ事務所会議室 

ガーナ事務所 小渕次長、久下所員 

調査団 林団長、岡村団員、大瀧団員、村田団員 

 

出席者 

   

協議内容 

 

調査団より対処方針に沿って説明したあと、質疑応答を行った。 

 

１．事前調査での M/M 署名の手続きについて 

本事前調査で S/W 協議を行い、ガーナ国関係機関との合意事項を M/M にまとめて署名を行う

ことを双方で確認した。 

２．林団長が下記事項について補足説明実施 

JICA として配電部門の M/P 策定支援は初めてであり、以下の点について注意しながら事前調

査を進め、本格調査における業務実施細目を判断することとしたい。 

・C/P 及び JICA 側の本格調査の実施体制、特に ECG と VRA-NED の各地域事務所が配電計画作

成をどのように進めるか。 

・ECG 及び VRA-NED の本部が、各地域事務所の配電計画を把握しているか。 

・既存の送配電線のロスの現状がどうなっているのか。 

・人材育成や料金徴収の現状の把握と問題点の抽出 

３．久下所員からガーナにおける JICA 事業の説明 

当国の援助の重点課題は以下の３点である。 

（１）地方農村部の活性化 

（２）産業育成 

（３）ガバナンス 

本案件は上記（１）と（２）にアプローチする支援であると考える。 

４．日本での C/P 研修の対象については、JICA 側から対象となる組織を選定し、ガーナ側がその

組織から研修受講者を選定することになっている点を確認した。 

５．久下所員から以下の阻害要因を問題意識としてあげた。 

・ECG が赤字になりやすい体質である。 

・電気料金が低い。 

以上
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日時： 2006 年７月 18 日 10：10～16：15 

相手国機関： MOE 及び世界銀行 

場所： ALISA Hotel ASHANTE II 会議室 

ガーナ事務所 久下所員 

調査団 林団長、岡村団員、大瀧団員、村田団員 

 

出席者 

   

ワークショップ内容 

 

 MOE 主催（世界銀行支援）による地方電化ワークショップに参加し、情報収集を行った。 

 

１．MOE による NES 及び SHEP の内容についてのプレゼンテーション 

背景、実施戦略、目標と目的、SHEP の論理的根拠とクライテリア、実績、ドナーによるプロ

ジェクト、2005 年以降の電化についての説明があった。 

２．世界銀行によるガーナの地方電化についてのプレゼンテーション 

ガーナにおける電化の現状（2004 年現在の電化率は 54％）と今後のプロジェクト、NES にお

ける電化実績、地方電化計画組織モデル及び資金モデル、商業的に持続可能となるための地方電

化計画と組織の提案、財務的な持続可能となる条件、エネルギー開発と電化へのアクセス条件、

その条件満足のための資金額、電化手段としての再生可能エネルギー方法、GEF（地球環境資金

事業）及び家庭用燃料についての説明があった。 

３．ガーナの電力セクターに対する地方電化推進組織のアンケート 

MOE 及び世界銀行のプレゼンテーションをふまえて、各関係機関（ECG、VRA-NED、EC、PURC、
MOE）に地方電化組織モデルとしてのコメントを求めたところ新組織（地方電化庁）の設立を求

める機関が多かった。 

４．地方電化における電気料金について世界銀行のプレゼンテーション 

プレゼンテーションに対する各機関のコメント概要は以下のとおり。 

PURC：効率性により電気料金を決めるのがよい。 

ECG：ロス率を勘案して電気料金を決めるのがよい。 

EC：供給信頼度の観点から電気料金を決めるのがよい。 

KITE（Kumasi Institute of Technology）：地域ごとに電気料金を変えるべきでない。産業用料金

の見直し、接続料金の検討、ライフライン料金の検討がそれぞれ必要ではないか。 

５．GEF について世界銀行によるプレゼンテーション 

GEF の資金対象として以下を考えている。 

・政策及び規制の枠組み 

・大規模地方電化 

・ESMAP によるミニグリッド地方電化・太陽光発電（ソーラーPV） 

以上
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日時： 2006 年７月 18 日 15：00～15：45 

相手国機関： 在ガーナ日本大使館 

場所： 在ガーナ日本大使館 

日本大使館 石川大使 

調査団 林団長、岡村団員 

 

出席者 

 JICA ガーナ事務所 久下所員 

協議内容 

 

調査団より対処方針に沿って事前調査概要を説明したあと、質疑応答を行った。 

 

１．本案件は、ガーナの配電部門における包括的なマスタープランを策定するものであり、昨年の

８月にガーナ政府より正式に要請書が提出されている。（調査団） 

２．ガーナは南北での電力供給体制のバランスが悪い。南部はアコソンボ水力発電所の電力で十分

な供給量が確保されているが、北部地域には中核となる発電所がなく、アコソンボ水力発電所で

作られた電気を北部地域に供給するのは効率が悪い。ブイでの発電所の建設の計画があるが、北

部中核都市であるタマレ周辺に火力発電所があってもよいだろう。燃料はボルタ河を利用して北

上させればよい。（石川大使） 

→発電の計画についても事前調査及び本格調査で確認する。配電計画は発電計画とも整合性をも

ったものでなければならない。（調査団） 

３．ガーナにおける電気事業の大きな問題は電気料金を適切に回収できていないことである。電気

料金をきちんと払う人にだけ電気を売るという厳しい姿勢が必要である。その点でプリペイドカ

ード方式を利用した電気料金徴収体制は効果的であると考える。（石川大使） 

→プリペイドカード方式は貧しい人たちが計画的に電気を使えるようになるという点でも利点が

ある。電気料金徴収体制についても本格調査で提言できればと考えている。（調査団） 

以上
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日時： 2006 年７月 18 日 16：40～17：30 

相手国機関： 西アフリカ諸国経済共同体（ECOWAS） 

場所： JICA ガーナ事務所 

ESWAC Ms.Sabine Hauslec、Mr.Abeeku Brew-Hammond、Mr.Masoos Daqouenon

ガーナ事務所 久下所員 

 

出席者 

 調査団 林団長、岡村団員、大瀧団員、村田団員 

協議内容 

 

ECOWAS 側から事業に概要について説明がされた。 

 

１．ECOWAS は EUA（European Union Associates）の資金を活用し、事業を展開している。 

２．西アフリカにおけるエネルギーアクセスの改善が事業目的であり、同地域の大都市圏における

2015 年の電化率目標は 100％である。全国レベルでの電化率目標は 60％である。 

目標達成のため、Regional Agency を設立し、以下について実施している。 

・能力開発（Capacity development） 

・マネジメント知識の向上 

・適切な資金調達の検討 

 

 これに対して林団長から JICA の今後の事業見通しについて以下のとおり説明を行った。 

（１）2006 年度に北部再生可能エネルギーM/P 調査が終了し、次のフェーズとして PV を普及させ

るための技術協力プロジェクトを計画している。 

（２）日本政府は PV による地方電化を推進する予定である。 

（３）全国規模の配電システム整備 M/P 調査を実施する予定であるが、これは国策である電化率目

標値達成のため、既存の配電設備の更新・増強及び延伸計画を全国大規模で策定するものであ

る。 

以上
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日時： 2006 年７月 19 日 9：30～10：40 

相手国機関： MOE 及び ECG 

場所： MOE 資料室 

MOE、ECG Mr.Chris Anagho （MOE）、Mr.Kwadwo Obeng（ECG）、Mr.Patrice
Afenyo （ECG） 

ガーナ事務所 久下所員 

 

出席者 

 

調査団 林団長、岡村団員、大瀧団員、村田団員 

協議内容 

 

 調査団は、本案件の背景及び S/W 案について説明を行ったあと、以下のとおり協議を行った。 

 

１．スケジュール調整 

来週以降のスケジュールを暫定的に決めた（MOE 電力局長の意向により変更の可能性あり）。

帰国前に M/M の署名を行うことで双方合意した。署名者は MOE、ECG 及び VRA-NED となる。

２．下記事項を確認した。 

・ECG の Regional Office と District Office の業務分担内容 

・ECG の Operation department は Tamale にある。 

・Planning department は Accra にある。 

・Operation に関しては、Accra の Regional Office が２か所存在する。Kumasi にも２か所存在する。

・161kV/33kV 変電所は Supply Point と呼ばれ、全国で 22 か所存在、33kV/11kV 変電所は Primary
Supply Point という。 

・需要想定については、隔年ごとに見直しをしている。 

・33kV 配電線及び 33/11kV 変電所の計画は Accra、11kV 配電線の全体計画は Regional Office が

行い、地域の小規模な計画は District Office が実施している。 

以上
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日時：  2006 年７月 19 日 11：05～13：00 

相手国機関： VRA 

場所： VRA 会議室 

VRA Mr.Joseph Wiafe（Deputy Chief Executive of VRA）、Mr.John Quarshie
（ Technical Manager of VRA-NED. ）、 Mr.Frank Akligo （ Area
Manager. Of VRA-NED） 

ガーナ事務所 久下所員 

 

出席者 

 

調査団 林団長、岡村団員、大瀧団員、村田団員 

協議内容 

 

 調査団から本案件の概要について説明したあと、以下のとおり協議を行った。 

 

１．S/W 案を添付した M/M の協議は来週実施し、署名は MOE、ECG 及び VRA-NED が行うことを

双方確認した。また、本会議出席の VRA-NED の関係者と７月 20 日に VRA-NED の本部である

Tamale 事務所で再会することとした。Tamale では、人材開発や技術課題について協議する。 

２．現在、需給状況はタイトな状況である。タコラジ火力発電所のコンバインドサイクル故障のた

めであり、９月か 10 月に修理を終えて戻ってくる予定である。主要発電設備の容量は以下のとお

り。 

アコソンボ水力＋クポン水力：1,180MW 

タコラジ火力＋テマディーゼル：580MW 計 1,760MW（2000 年末現在） 

３．以下の点について確認した。 

・発電及び送電の M/P 策定は実施済みである。 

・電力料金は未だに安い状況である。 

・PURC の料金システムメカニズムは、実情にそぐわない。しかし、料金決定の最終決定者は大

統領である。 

・Operation を含めた Generation の Local データは、送電配電計画部門で所有しており、Designing
& Planning の担当部署は Accra のオフィスにある。 

・系統解析に関連して、PSSE（Power System Simulator for Engineering）や PSSU（※１）は所有

していないが購入する予定はある。 

・盗電に対しては罰則がある。 

・SHEP においては、低圧用の電柱はコミュニティが建設するが、所有権は有してはいない。 

 

※１：PSSU は Power System Simulator for Utility という配電計画用のコンピュータープログラム

であり、現在では改良され PSS/ADEPT となっている。 

以上
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日時： 2006 年７月 19 日 9：15～13：00 

相手国機関： ECG Kumasi Regional Office（ECG クマシ地域事務所）  

場所： ECG Kumasi Regional Office（ECG クマシ地域事務所） 

ECG 出席者名簿参照 

調査団 林団長、岡村団員、村田団員 

 

出席者 

   

協議内容 

 

調査団から本案件の概要について説明したあと、協議を行い、以下の点を確認した。 

 

１．クマシ地域事務所は、Ashanti Region West の配電設備の管理で、33kV 変電所、33kV 及び 11kV
配電線、低圧配電線施設を管理している。電力需要想定、配電設備計画、配電線設備の改修・増

強・延伸については VRA-NED のタマレ事務所の承認を得てから実施している。 

２．当事務所はコミュニティの人口、所帯数等基礎情報を所有している。また 33kV 配電線数及び

11kV 配電線数、33/11kV 変電所（６か所）、11kV/430V/250V 変電所（730 か所）を有している。

その他諸状況は以下のとおり。 

・配電施設計画は、VRA-NED の Tamale 事務所が実施しているが、コミュニティからのデータや

情報は当事務所から VRA-NED（Tamale）事務所へ提出している。しかし、配電線延伸につい

ては、政治的な圧力がある。 

・配電設備のプロジェクトに従事しているエンジニアは４名である。VRA-NED の管轄地域では、

一地域事務所ごとに３～４名のエンジニアがいる。 

・Regional Office は地域統括事務所であり、配電計画を行う（具体的な設計や積算の意）。一方、

District Office は、配電線保守・事故や故障の運転・配電線工事の３部門から構成され、具体的

には、需要家サービスや配電線の現場作業を行っている。 

・Ashanti 州でのプリペイドメーターは 24,968 個導入されている。一方、従来型のクレジットメ

ーターも設置している。カスタマーセンターは、Regional Office にも District Office にもある。

・クマシのカスタマーセンターの年間売り上げは、￠25 億である。 

以上
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日時： 2006 年７月 20 日（木） 10：30～11：00 

相手国機関： ECG 

場所： ECG 本社 

ECG Mr.Cephas Gakpo（Director of Engineering） 

調査団 大瀧団員 

 

出席者 

 ガーナ事務所 JICA 久下所員 

協議内容 

 

 主な確認内容は以下のとおり。 

 

１．配電設備建設資金については、主にドナーからの援助に依存しており、本 M/P 調査をベースに

世界銀行ほか多数のドナーと具体的案件について折衝する必要がある。したがって、M/P 報告書

をできるだけ早く提出してほしい。できればドラフトを 2007 年９月までに完成させてほしい。

（Mr.Gakpo） 

２．ECG も年間 US＄3,000 万程度の配電関係整備事業を行っているが、資金不足のため支払いが

滞っている。（Mr.Gakpo） 
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日時： 2006 年７月 20 日 14：05～15：15 

相手国機関： VRA Sunyani Area Office（VRA シニアニ地域事務所） 

場所： VRA Sunyani Area Office（VRA シニアニ地域事務所） 

VRA Mr.J.A. Koranteng、Mr.Edkiaris Aryeejey （共に Assistant Chief
Engineer.） 

調査団 林団長、岡村団員、村田団員 

 

出席者 

 

  

協議内容 

 

調査団から本案件の概要について説明した後、協議を行い、以下の点を確認した。 

 

１．Sunyani Area Office の概要は以下のとおり。 

・技術的な業務活動としては、電気機器の据付、変圧器増容量、グリッド延伸、変圧器インジェ

クション、新規接続対応（建設グループ）、電気機器（変圧器、開閉器、RMU（LBS：負荷開

閉器））の保守、架空線や地中線の保守（保守グループ）などがある。 

・需要家からの電力供給苦情処理手順は、需要家の電圧をチェックし、変圧器の容量不足の場合

は増容量を行い、変圧器に起因するものでなければ、Capacitor Bank を設置したりする。 

・低圧線（433V）の延長は、50kVA、100kVA、200kVA の変圧器の供給点から 700～1,000m が目

安となっている。 

・需要家への電力供給サービス監視は、３か月ごとに実施している。 

・当事務所では、配電線の更新・増強及び延伸については、基礎的なデータを Tamale の配電線

計画・設計部門に送り、承認後、サービス対応している。 

２．Sunyani 事務所は、Sunyani を含め９つの District を管轄している。配電線に関し保有設備は、

以下のとおりである。 

・33kV DL 3 フィーダ 273km･ckt 
・11kV DL 5 フィーダ 119km･ckt（31＋29＋30＋26＋3＝119km） 

・33/11kV Substation 1 Berekun 
・34.5kV/0.43kV 312 トランス、11kV/0.43kV 185 トランス 計 497 変圧器 

系統図は、Tamale の Drawing Division にある。AutoCAD 2002 を使用して配電線図を作図して

いる。 

３．Sunyani 事務所において、州レベルの配電計画を作成するのに必要な期間は、概ね約１か月と

回答。しかしながら、Tamale の VRA-NED 本部の計画設計部門の担当者への聞き取りでは、潮流・

電圧計算は行っていないことが判明した。 

４．Sunyani 事務所では、既存以外に新規の需要家の人口や所帯数の基礎データを所有している。

５．VRA-NED の４管轄地域（Upper West、Upper East、Northern、Brong Ahafo）には、５地域事

務所（Sunyani、Techiman、Wa、Bolgatanga、Tamale）があることが判明した。 

以上
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日時： 2006 年７月 21 日 9：50～12：00 

相手国機関： VRA-NED 本部 

場所： VRA-NED 本部 

VRA NED Mr.John Quarshie（Technical Manager.）、Mr.Robert A. Mensah
（Senior Project Engineer.） 

調査団 林団長、岡村団員、村田団員 

 

出席者 

 

  

協議内容 

 

調査団から本案件の概要について説明したあと、協議を行い、以下の点を確認した。 

 

１．VRA-NED 本部の設立・背景・役割は以下のとおり。 

・1987 年に VRA-NED が設立されたが、それ以前は ECG が北部の電力供給も小容量ディーゼル

発電と小規模グリッドにより行っていた。 

・NES によりグリッドを州都の Kumasi まで延伸後、SHEP により電化を推進している。2008 年

に全コミュニティがグリッド接続されることが目標である。 

２．VRA-NED 本部から本 M/P 調査に期待する事項は以下のとおり。 

・M/P 調査で望むこととしては、顧客サービスの改善に係る技術移転である。 

・一方、配電線のロス率が 20％台と高く、ロス低減技術移転も期待する。 

・現在、VRA-NED は料金システム精算案を PURC に提案中であるが、徴収率向上も課題であり、

その点についてもアドバイスしてほしい。 

・すなわち、技術的事項だけなく電力料金設定等の非技術的事項についても技術移転してほしい。

・VRA は発電や送電線施設を有しているため設備運転レベルの研修施設は持っている。しかし、

配電レベルでは、技術者レベルの研修施設だけなので、配電計画を行える技術を習得するレベ

ルの提案も行ってほしいとの要望が所長よりあった。Tema に ECG の研修センターがあるが、

研修設備が限られている。例えば、Switch Gear（開閉器）の研修設備も限られている。中堅ク

ラス以上のための研修設備も限られている。 

３．配電計画は、負荷モニタリング、電圧チェック、施設調査、導体（コンダクター）や地度チェ

ックなどをマニュアル計算で行っているが、導体サイズや短絡容量の検討から保護方式を決め

る。データベースは持っているが、スプレッドシート様式である。 

４．ガーナ側の配電計画見直しに必要な期間は４～６週間程度と思料したが、配電計画担当者に確

認後、２か月をみることとする。 

５．GIS データベースについて 

配電計画実施にあたり、データベース構築のため GIS 用ソフト購入の意志を確認したところ

VRA-NED は購入する意志はあるとのこと。 

６．メーター校正について 

従来型メーター（credit meter）もプリペイドメーターも校正している。 

７．図面作成について 

図面は配電線ダイアグラムを AutoCAD2002 により作成している。 
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８．配電計画について VRA-NED 本部と Area Office のデマケーションを確認。 

Area Office がデータを本部へ提出し、本部は計画部門が配電計画実施する。その結果を Area 
Office へ示す。 

９．その他確認事項は以下のとおり。 

・VRA-NED が電力供給している管内の需要家端でのテクニカルロス及びノンテクニカルロスの

数値を VRA-NED は持っている。 

・プリペイドメーターについては、現在 20％まで普及しており、2007 年から 2008 年にかけて

50,000 口数増やす予定である。終了時点では普及率は、40～45％となる。 

・系統について、Akosombo 発電所から Tamale 間の長距離送電線には電圧上昇対策としてリアク

トルを設置している。（161kV Kumasi 変電所、Tamale 変電所にも設置していた。） 

・長距離配電による電圧降下を防ぐため、配電線電圧をそれぞれ 34.5kV や 11.5kV としている。

・変圧器の増量を行う負荷の目安は、定格容量の 90％であるが、実際には 100％超で増容量を行

うか、新規変電所の設置（injection という）を行う。 

・力率については、工業需要家地域は 0.95 位であるが、LV 配電需要家地域では 0.85～0.87 で

ある。 

・負荷率については、日負荷率は 70～75％になるが、年負荷率は 55～60％である。 

以上
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日時： 2006 年７月 21 日（金） 9：00～10：00 

相手国機関： ECG 

場所： ECG 本社 

ECG Mr.David Vukania（Director of Customer Service）、Mr.S. Usman
（Revenue Manager、Customer Service Directorate） 

調査団 大瀧団員 

 

出席者 

 

  

協議内容 

 

Vukania 部長は現在料金徴収などの担当であるが、もともと技術者であり、以前は建設、保守を

担当していたので配電全般について非常に詳しい。本調査にも高い関心を示しており、本調査の重

要な C/P となるであろう。主な確認事項は以下のとおり。 

 

１．ECG としては配電ロスについて非常に重要な経営課題と認識している。技術的ロスと非技術的

ロスの両方である。したがって、本調査でロス削減についての調査と提言を期待する。日本では

盗電はないだろうが、過去の経験から何かよい知恵があれば教えてほしい。（Vukania 部長） 

２．電力メーターについては ECG が支給するものであり、方針としては 20 年ごとに交換すること

になっているが実際にはできていない。メーター精度確認のための試験センターが市内にあるの

で見学をアレンジする（2006 年７月 25 日に訪問）。ここにある試験装置が古くなっており、デジ

タルメーターにも対応可能なものを日本から援助してもらえないか。（Vukania 部長） 

３．料金徴収については、地方部でも毎月、ECG 職員が各需要家のメーターを検針し、請求書を届

け、集金に行く。需要家は４週間（28 日）以内に支払うという制度になっている。支払われない

場合、督促の手紙を出し、さらに２週間（14 日）待たなければならない。これは PURC が決め

た消費者保護ルール（法令）であり ECG としては守らなければならないが、大変なコストと時

間がかかり、得られる収入の何倍ものコストであるため赤字要因になっている。もっと合理的な

やり方〔２か月ごとの検針と料金徴収とかコミュニティ単位の料金負担（バルク販売）など〕に

してもらいたいが、PURC には直接言いにくいので、本調査でそういった面の提言を PURC に出

してもらえるとありがたい。（Vukania 部長） 

４．現在、GPS 利用による需要家の位置情報データベース化、電力メーターへのデータロガーとり

つけによる検針精度向上、新型プリペイドメーター導入のパイロット試験などを行っている。い

ずれも ICT の活用である。プリペイドメーターはメーター検針、請求書作成、集金業務の合理化

をめざしたものである。プリペイドメーターは以前は南アフリカ製、現在は中国製である。

（Vukania 部長） 

以上
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日時： 2006 年７月 21 日（金） 10：30～11：30 

相手国機関： ECG 本社 

場所： ECG 本社会議室 

ECG Mr.Kwadwo Obeng（Senior Electrical Engineer、Design & Construction
Division）、Mr.Patrice Afenyo 

調査団 大瀧団員 

 

出席者 

 

  

協議内容 

 

主な確認事項は下記のとおり。 

 

１．本調査に期待するのは既設配電設備の更新・増強計画と SHEP による地方部配電線新設計画の

両方である。SHEP4 について、コミュニティは選定されており、系統図も概略できている。ECG
が自社でやったもので系統図だけで潮流計算は行われていない。ECG は PSSU を持っており使っ

ている。（Mr.Obeng） 

２．SHEP の場合、MOE がコミュニティを決める。ECG に権限はない。コミュニティは住民から

寄付を集めて電柱を購入し、MOE に電化要請の手紙を出す。MOE はケーブルや変圧器などの資

材を支給し、施工業者と契約して建設を行う。接続をすぐに希望している需要家への接続も行う。

その後、ECG への引き渡しが行われ、通電する。電柱（木柱）の値段は一本￠1,757,000（約 US$191）
であり、必要な本数全部をコミュニティが買えない場合には MOE が不足分を供与する場合もあ

る。いずれにせよ SHEP は MOE の専決事項であり、ECG は従うだけ。（Mr.Obeng、Mr.Afenyo）
３．SHEP で建設した地方部配電線に関する O&M のコストは大きな負担であり、赤字補填につい

て ECG 幹部と MOE で話し合っている状態。（Mr.Afenyo） 

４．配電部門の新規採用者（Technician クラス）を採用した場合には ECG のトレーニング施設で

基礎教育を行い、あとは OJT で教育する（実際には、８か月の基礎研修、12 か月の実地訓練、

４か月の最終研修となる）。研修施設は Tema にある。（Mr.Afenyo） 

以上
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日時： 2006 年７月 25 日（火） 9：00～10：00 

相手国機関： Energy Commission （EC） 

場所： EC オフィス 

EC Mr.Ofosu Ahenkorah（Acting Executive Secretary） 

Mr.Francis Gbedoy（Chief、Power Division） 

調査団 林団長、岡村団員、大瀧団員、村田団員 

 

出席者 

 

 久下所員 

協議内容 

 

EC はエネルギーセクター全体の改革についてエネルギー大臣に助言（advise）する組織である。

主な確認事項は以下のとおり。 

 

１．エネルギーセクターの改革は 1994 年からスタートした。97 年には EC と PURC が設立された。

電力セクターの改革については 発電、送電、配電の分離という方針が決まっており、2007 年末

までに実施することとなっている。配電事業を行っている ECG と VRA-NED の合併については

決定されているものの期限は設定されていない。両社の賃金水準の違い（VRA-NED が高賃金）

を調整する時間が必要なため合併が実現されていない。（Mr.Ahenkorah） 

２．地方電化については NEＰと SHEP によってグリッド延伸が進められている。こういった地方

の需要家について、電気事業者としては赤字になっていることは事実である。この問題に関連し

て、電気事業者としてはコア（主要需要地域）の収支と地方部の収支を分けて経理し、赤字の実

態、経営全体への影響を明らかにする必要があるのではないか。（Mr.Gbedoy） 

３．地方電化を担当する組織を別途設立するというアイデアがあるが、そうなれば SHEP に関して

対象村落選定などに政治が介入する度合いは減るのではないか。（Mr.Gbedoy） 

以上
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日時： 2006 年７月 25 日（火） 10：30～12：00 

相手国機関： Public Utilities Regulatory Commission（PURC） 

場所： PURC オフィス 

PURC Mr.Seth Adjei Boye（Technical Manager、Energy） 

Mr.Kwabena Adusei（Assistant Manager、Water） 

調査団 大瀧団員、村田団員 

 

出席者 

 

  

協議内容 

 

PURC は 1997 年に設立され、公益事業（電気事業と水道事業）の料金認可、消費者保護など行

う。主な確認事項は以下のとおり。 

 

１．電気料金については PURC が設立された 1997 年当時は非常に低い水準だった。このため、1998

年に二度にわたる電気料金の改定（値上げ）が行われた。また、1999 年から 2000 年にかけての

マクロ経済危機によってガーナの通貨が暴落したため、ECG などは輸入代金を払えなくなり、

2001 年から四度にわたる値上げが実施された。最終の改定は 2003 年 10 月である。現在では平均

料金単価は US￠8.2/kWh ぐらいに設定されており、妥当な水準である。（Mr.Boye） 

２．最近、燃料費が上がっているが、現在の料金は 2002～2003 年の渇水時に算定されているため

火力発電比率を高く計算しており、現在ではその比率が下がっているので燃料費上昇の影響は相

殺されている。確かに需要家増、グリッドの拡大などで配電部門の kWh 当たり経費は上昇して

いるが、発電、送電部門の経費は kWh 当たりでは低下している。したがって、両者がバランス

して総合的な電力コストは横ばいである。2005 年に電気料金のレビューを実施した。６～10％の

値上げが必要という検討結果が出たが、配電ロスが 25％というのはとても容認できる数字ではな

い。ロスの改善があれば赤字は減少する。ECG が自助努力をせず、ロス削減を怠って料金値上げ

を求めるというのであれば好ましくない。こういった事情から当面値上げする予定はない。

（Mr.Boye） 

３．地方部での料金徴収コストが逆ざやということは理解できる。必ずしも毎月検針する必要はな

いだろう（半年おきに検針して、毎月の請求は平均した消費量をベースにしてもよい）。

（Mr.Boye） 

 （注：この点に関して ECG は、法令改正しない限り不可能と主張している。） 

４．独立系統（オフグリッド）の電気事業者（まだ実例なし）が電力供給を行う場合には現行電気

料金とは関係なく独自に設定できる。（Mr.Boye） 

５．この調査に PURC が参加することは賛成だ。早い段階からワーキンググループをつくって検討

すればよい。（Mr.Boye） 

→この調査で配電業務合理化の提言を行う予定であり、ECG と PURC の協議の場を設定したい

のでぜひ参加してほしい。（大瀧団員） 

以上
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日時： 2006 年７月 26 日（水） 9：00～12：10 

相手国機関： ECG 及び VRA-NED（S/W、M/M 協議） 

場所： ECG 会議室 

ECG、VRA-NED Mr.Cephas Gakpo（ECG、Director of Engineering）、Mr.John Quarshie
（VRA-NED、Technical Manager.） 

ガーナ事務所 久下所員 

 

出席者 

 

調査団 林団長、岡村団員、大瀧団員、村田団員 

協議内容 

 

１．事前調査団作成の Draft Scope of Work について 

・ワークショップの開催期間は５日間であり、各 Regional Office や Area Office からの参加者は

１名であることを確認した。 

・電力需要予測は Engineering Department でやっていて、PSSU や ASPEN（※２）をソフトとし

て使っているが、簡単なプログラムにより計算し、配電計画に作成することを確認した。 

・経済分析は都市部も農村部も実施することを確認し、かつプロジェクトをフェーズに分け、フ

ェーズ間の優先順位付けのために EIRR 計算を行うことを確認した。 

・ICT（Information Communication Technology）の活用方法について検討してほしいとの要請が

ECG 側からあった。 

・ドナーへの融資要請に使用するため本 M/P 調査を早く終了させてほしいと要請を受けた。 

・JICA 調査団用のオフィススペース、机椅子、電話線をアクラとタマレにガーナ側が用意すると

確認。 

２．Minutes of Meeting について協議 

・各 Regional Office や Area Office のエンジニアによる配電計画作成期間は３～５か月必要であ

るとの回答を受け、調査期間を修正することとした。また、ロス測定と負荷現状を把握するた

め、11/0.4kV 二次変電所の変圧器二次側にデータロガーを設置し、ローカルコンサルタントを

雇用してモニタリングすることを検討することとした。現地再委託は JICA としては可能であ

るが、予算面について JICA 本部に問い合わせることを回答した。11kV 配電線は 600～1,000ckt、

11/0.4kV 変圧器は 8,000 台（アクラだけなら 2,000 台以下）ある。VRA-NED 管轄地域では、

配電用変電所が 1,600 か所存在する。ECG は９Region、VRA-NED は５Area なので計 14 のロ

ーカルコンサルタントに配電線ロスと負荷計測をやって貰うことになる。これについては、更

なる検討が必要である。LV 配電線のデータ記録項目は、技術ロスと非技術ロスの把握のためと

平均的な一需要家の電力消費量計測である。 

・ワークショップやセミナーの費用として会場借上げ費用だけ JICA 調査団が負担することを説

明。 

・本邦研修についてはできるだけ多くという要請があったが数名が限度と回答。 

・11kV 配電線図は約 1,000 枚有り、うち 80％がデジタル化されている。 

・1997 年に Acres International が南部７Region 分の配電網 M/P を作成済みであるが古くなってい

る。 
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３．スケジュールについて協議 

Distribution System Planning Study は３～５か月を要するとのことで、それに伴い調査期間を修

正した。 

 

※２：ASPEN は Advanced Systems for Power Engineering 社のことで、電力用コンピュータープ

ログラムを開発・販売している。 

以上
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日時： 2006 年７月 26 日（水） 14：30～15：30 

相手国機関： Solar Light Company 

場所： Solar Light 本社（アクラ） 

Solar Light Company Mr.Mawuli Tse（Director） 

調査団 大瀧団員 

 

出席者 

   

協議内容 

 

Solar Light Company は、ガーナで有力なソーラーシステム販売企業の一つであり、ガーナにお

けるソーラービジネスの現状について確認すべく訪問した。主な確認事項は以下のとおり。 

 

１．太陽光発電による地方電化についてはスペイン、GEF や DANIDA（デンマーク国際開発庁）

のプロジェクトが行われたが、成功とはいえない。遠隔地になるほどサービスコスト（交通費ほ

か）が上昇するが、需要家は逆に低所得者層が増える。ビジネスとして成立するモデルがまだな

い状態。学校や診療所などについてはそれぞれの所管官庁が独自に太陽光発電設備を設置してい

る例が多い。（Mr.Tse） 

２．Solar Light としては市街地の所得が比較的高い階層をターゲットに予備電源としての太陽光発

電システムを販売している。このため、平均的規模は 300～400W である。ただし、経営状態は

あまりよくない。（Mr.Tse） 

３．政府機関のプロジェクトは透明性が低いので参加したくない。Deng など政府系プロジェクト

に積極的な企業もある。（Mr.Tse） 

４．パネルはシャープ製、バッテリ（ディープサイクル）は中国製、その他の機器は主にアメリカ

から輸入している。（Mr.Tse） 

以上
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日時： 2006 年７月 27 日（木） ９：00～12：00 

相手国機関： ECG 

場所： ECG Engineering Department 

ECG Mr.Kwadwo Obeng （Sectional Manager）  

出席者 調査団 村田団員 

協議内容 

 

１．ECG の Region について 

Accra East、Accra West、Ashanti East、Ashanti West、Eastern、Central、Western、Volta、Tema
の計９Region である。 

なお、Sub-transmission 部門は ECG 管内の 33kV 配電線を統轄している。 

２．ECG は、ピーク時間帯における 11/0.4kV 変電所の二次側電流値の測定（クランプメータによ

り実施）を３か月ごとに実施している。（年間４回計測していることになる。） 

３．電力需要については、顧客から電力受電申請があったときに現地を視察し、契約電力 kVA を

決める。一般家庭は 3.0kVA～4.2kVA といったところとの説明。 

以上
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日時： 2006 年７月 27 日 14：00～14：40 

相手国機関： MOE 元アドバイザー兼世界銀行コンサルタント 

場所： MOE 資料室 

クワメ・ンクルマ

工科大学 

Mr.F.O.Akuffo  

出席者 

 調査団 林団長、岡村団員 

協議内容 

 

調査団より本案件の概要を説明したあと、情報交換を行った。 

 

１．世界銀行は GEDAP（Ghana Energy Development and Access Project）を 2007 年１月より開始

予定。事前評価調査団を 2006 年９月に派遣予定。GEDAP は以下３つのコンポーネントにより構

成されている。 

（１）送電線コンポーネント（対 VRA） 

（２）配電線コンポーネント（対 ECG） 

（３）アクセスコンポーネント（PV を利用した地方電化） 

 

  約 6,500 万ドルのローンを予定しており、（３）のアクセスコンポーネントについては GEF 資

金約 550 万ドルを再生可能エネルギーの普及に使う予定。（３）のアクセスコンポーネントは、

ディーラーを介して PV を普及していき、技術協力として設置要員の訓練も含まれる。ルーラル・

バンクが２年返済のローンを受益者に提供する。返済期間中に設置された SHS が故障しないよ

う、適正な設置と維持管理も重要な課題。 

２．MOE の大臣アドバイザーであるアババナ氏は、もともとは VRA-NED の Director であったが、

その後 RESPRO の Director となった。現在は MOE に対するアドバイザーとして常駐している。

また、各ドナーによるプロジェクトも担当しており、AFD（フランス開発庁）資金で実施予定の

地方電化計画策定についてもアババナ氏が詳しい（この情報に基づき、翌日アババナ氏とのミー

ティングを設定）。 

以上
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日時： 2006 年７月 27 日（木） 16：00～17：15 

相手国機関： JICA ガーナ事務所 

場所： JICA ガーナ事務所 所長室 

JICA ガーナ事務所 村上所長、小渕次長、久下所員、石川所員、小林所員 
出席者 

調査団 林団長、岡村団員、大瀧団員、村田団員 

協議内容 

 

調査団から事前調査結果の概要を説明したあと、質疑応答を行った。 

 

１．EGA（大企業連合）の需要動向を電力需要想定に反映させてはどうか。さらに、ステークホル

ダー会議に大使館も参加してもらってはどうか。（久下所員） 

２．技術的な側面だけでなく非技術的側面からの提言がなされると思われるが、政策的な面が絡ん

でくると地位の高い人間の思惑が入り込みねじ曲げられた計画となってしまう恐れがある。イン

セプションレポート説明の時点から、他のドナーも参加してもらえば、歯止めになってよいので

はないか。（村上所長） 

３．世界銀行が GEDAP 実施のためのミッションを９月にガーナに送る。2007 年の１月頃にスター

トの予定であり、配電線の方は本格調査と密接な関係が出てくるので、密接な連携が必要となる。

MOE のアババナ氏が世銀のプロジェクトをケアしている。（林団長） 

４．電気料金の見通しについては、ライフライン料金が低く設定されており、北部については赤字

となっている状況なので調査する必要がある。（林団長） 

以上
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日時： 2006 年７月 28 日（金） 11：45～12：45 

相手国機関： 在ガーナ日本大使館 

場所： 在ガーナ日本大使館  

日本大使館 中村参事官、玉光一等書記官、織田専門調査員 

ガーナ事務所 久下所員 

 

出席者 

 調査団 林団長、岡村団員、大瀧団員、村田団員 

協議内容 

 

調査団から事前調査結果の概要について説明を行ったあと、質疑応答を行った。 

 

１．M/M 署名が無事終了。S/W 案は添付書類となっていることを説明。本部へ持ち帰り、本部決

済後、JICA ガーナ事務所で S/W の署名実施予定。（調査団） 

２．配電網の M/P の意義は何か。（大使館） 

→配電線延伸の地点選定の経済的評価の根拠がないことや国全体の長期を見通した計画に基づ

いて実施しておらず、また 1997 年に同種の M/P を他コンサルタントが作成したが、10 年を経

過したため最新の M/P を作成する必要が出たためである。（林団長） 

３．本調査の C/P は MOE だが、MOE はオフグリッド電化とオングリッド電化をそれぞれどのよう

に考えているのか。（大使館） 

→SHEP によるオングリッド電化は MOE としてやっている。オフグリッドは、MOE の中の一部

局が細々やっている。MOE は SHEP を続ける意向であるが、経済的な範囲でやるべきである。

また、南部と北部において経営収支バランスがとれるようにしないといけない。（林団長） 

４．具体的に M/P 報告書の中で、適正な電気料金についても明記されていることが必要であるだろ

う。（大使館）。 

以上
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日時： 2006 年７月 28 日 14：00～14：40 

相手国機関： MOE アドバイザー 

場所： MOE（Ababana 氏執務室） 

MOE Mr.Ababana 

調査団 林団長、岡村団員 

 

出席者 

 JICA ガーナ事務所 久下所員 

協議内容 

 

調査団より本案件の概要を説明したあと、情報交換を行った。 

 

１．GEDAP は３年から４年、最大でも５年間のプロジェクトを想定している。技術協力として ECG
や VRA に対する組織制度支援も検討している。また地方電化庁の創設などもこのプロジェクト

の中で検討することになるだろう。 

２．スペインは PV に対して 500 万ユーロの無償資金協力を実施する予定。公共機関への PV の設

置を念頭においている。 

３．SHEP の問題点である全体的視野の欠如等については、大臣自身これ以上配電線延伸で電化を

進めることは難しいことを認識しており、今後 SHEP は見直される予定である。 

４．RESPRO はマスタープランの提言では VRA-NED に吸収されることになっていたが、そのまま

存続させることにした。公共機関などに設置する際に設計や工事管理を行う要員が必要で、

RESPRO はエネルギー省の手足として必要である。RESPRO 以外に、地方に維持管理できる人材

を十分配置することが必要で、80 名の要員を訓練した。訓練のための人材は、州都などに屋内配

線をやっている人材がたくさんいる。 

５．RESPRO で設置した SHS のバッテリー交換は、利用者が自分で購入して行っている。 

６．AFD（フランス開発庁）による地方電化計画については、現在コンサルタントの選定は終了し

ており、MOE と AFD の間で手続きの最中である。 

以上
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日時： 2006 年７月 31 日（月） 10：20～12：30 

相手国機関： ECG Tema トレーニングセンター 

場所： ECG Tema トレーニングセンター 

ECG Mr.Philip K.Sah（Principle）、Mr.CK Lorho、Mr.BD KKoto（Technical
Instructor） 

 

出席者 

調査団 大瀧団員、村田団員 

協議内容 

 

 ECG の Tema トレーニングセンターを訪問し、以下の事項について確認した。 

 

１．研修対象者 

主として高校・専門学校を卒業し、ECG に入社した者を年間約 40 名受け入れる。うち 12 名は

変電所の機器や配電線の維持管理（O&M）班へ、残りの 28 名は配電線のケーブル接続や配電線

路建設班として、８か月間本施設で技能研修を行う。その後、OJT として実際の現場で 12 か月

間実施訓練を受けたあと、再び、本研修施設にて４か月間の技能研修後、試験を行い合格すれば、

認定される。 

２．研修内容概要 

変電所の機器、主として変圧器や遮断器の O&M、配電線路の延線や O&M、配電ケーブル接続

（ケーブルジョイント）作業の訓練がある。 

配電線の架空線（OHL）は、33kV、11kV 及び 430V/240V の維持管理を行っており、また、配

電ケーブルの接続技能研修は、11kV や 430V/240V だけである。 

現在ある訓練用機器は古く、新遮断器、新変圧器、新保護機器、33/11kV 2.5MVA 変圧器など

の新しい機器が必要なので 1996 年に申請しているが、いまだに買えない状況である。 

本トレーニングセンターの研修員や研修生の給与は ECG 本部から出ている。他の予算項目と

しては、電気、水、電話、土地借地等の費用がある。本トレーニングセンターは新人の技術研修

プログラムに特化しているが、経理・総務等の非技術部門の研修も ECG 本部が当トレーニング

センター施設を活用してやっている。 

３．人材養成計画 

研修生（36 名から 39 名へ増員）だけでなく、研修指導員の増員も計画し申請している。本ト

レーニングセンターは、ECG の新人研修だけでなく、配電施設を所有する VRA の職員の研修、

空港・港湾など他の会社の職員研修にも使っている。そういった外部の研修に要する費用は貰っ

ている。したがって、収支的には黒字である。本トレーニングセンターでは実設備に則した研修

ができるので、ザンビア、ナイジェリアなどからの研修もある。 

４．研究施設の実態や機材の状況 

11kV や LV のケーブルジョイント、33kV～LV までの配電線建設研修（主として延線）、変圧

器の O&M 等の訓練を行っている。機器自体は、ECG の設備としてリタイアした機器である。 

設備は、時代遅れの機器が多くあり、トレーニングセンター自体も新しい機器を購入してくれ

るよう要請しているが、実現に至っていない。 

５．研修施設改善計画の有無 

研修施設の改善として新しい機器（CB や変圧器）、新保護装置などを購入申請している。以上
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日時： 2006 年８月１日（火） 9：10～10：30 

相手国機関： ECG 本部 

場所： ECG Customer Service Department 

ECG Mr.David BM Vukania（Director of Customer Service）、Mr.S.Usman
（Revenue Manager） 

 

出席者 

調査団 大瀧団員、村田団員 

協議内容 

 

 ECG の顧客サービス部を訪問し、以下の事項について確認した。 

 

１．料金徴収について 

地方部と都市部での経理を別々にするとしても地方部の定義付けが難しい。大型需要家である

VALCO への電気料金は政治的な問題もあり売電価格が安く設定されており、VALCO は収支の合

わない需要家といえる。 

２．プリペイドメーターについて 

プリペイドメーターについては、新型の機器を導入しつつある。新型は月末に支払額と月間電

力消費量の精算を自動的にできるマイクロプロセッサを内蔵したデジタル型のものである。 

３．積算電力計について 

現在、積算電力計が需要家の施設内に設置されているが、歴史的に初期の頃は建物内に置いて

いたので不正発見ができなかった。最近はできるだけ建物の外に設置するよう指導している。 

４．電気料金徴収の課題 

盗電や不正接続防止のためのモニタリング、電気料金請求・徴収のためのマンパワーの投入や

車輌費用の経費など多くの費用がかかる。技術ロスは、投資すれば減少できるが、非技術ロスの

減少は簡単ではない。 

５．VRA からの購入電力料金について 

多少の外貨交換率に伴う調整はあるものの、購入価格について、ほぼ３年間は据え置きである。

一方、売電価格の方も３年間値上げしていない。料金自動調整額は微々たるものである。 

以上
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日時： 2006 年８月２日（水） 8：30～9：00 

相手国機関： Environmental Protection Agency 

場所： EPA Information Center 

EPA Mr.Barrier（Information center） 出席者 

調査団 大瀧団員、村田団員 

協議内容 

 

EIA の規則については 1999 年に制定されて以降、変更はない。現在の規則によれば配電線につ

いては EIA の対象となっていない。水力発電などの過去の EIA レポートを閲覧できる。EIA が義務

となっている事業とは別にいろいろな工事を実施する場合に Environmental Permit を必要とする場

合がある。この場合には Environmental Management Plan について EPA へ報告して Permit をもらう。

（規則によれば、ディーゼル発電の場合などがこれに該当するようだが、配電線については Permit
の対象とは指定されていない。） 

以上
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日時： 2006 年８月２日（水） 10：00～11：15 

相手国機関： ECG 本部 

場所： ECG 本部 

ECG Mr.Cephas Gakpo、Mr.Ebenezer Baiden、Ms.Jaqueline Ofori Atta、
Mr.Albert Sowah（Electrical Engineer） 

調査団 村田団員 

 

出席者 

 

ローカル 

コンサルタント 

Mr.Albert Jowah、Mr.David Acheampong 

協議内容 

 

配電線のデータロガー計測について、村田団員から重負荷・中負荷・軽負荷の各線路から３～２

選定し計測することを提案。これに対して、ECG 技術部長の Mr.Gakpo が、ロス計測をしっかりや

りたいので、村田氏の言うような重負荷・中負荷・軽負荷の単純な３つのカテゴリー分けで４～５

万以上あるフィーダを代表し、技術ロス・非技術ロスの推定をすることは無理であり、100 以上の

フィーダのデータロガーが必要であると主張。 

現地再委託費用の予算積算には、ローカルコンサルタントの見積が必要であるとの判断から、ロ

ス計測手法については JICA 本部と調整して、調査手法・方法について ECG 技術部長に提示した上

で、上記ローカルコンサルタントに連絡し、見積をとることとした。 

以上
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３．電力設備視察記録 

１．ECG Kumasi 配電システム（2006 年７月 20 日視察） 

（１）カスタマーセンター敷地内の 11kV/0.4/0.2kV Substation 設備概要 

変圧器容量は 500kVA で３フィーダ、１フィーダ平均 200kVA 程度で系統的には RMU（Ring 
Main Unit）方式である。 

（２）Kumasi/Ridge 33/11kV Primary Substation（STATION A）設備概要 

隣接する VRA Kumasi 161/33kV 及び 161/11kV 変電所からは、以下のように電力供給を受け

ている。 

・変圧器 161/33kV 66MVA、33kV 配電線 ２フィーダ及び変圧器 161/11kV 33MVA 11kV 配電線

３フィーダ 

・変圧器 33/11kV 20MVA 変圧器２台（うち１台は予備） 

（３）161kV 送電鉄塔について 

161kV 送電鉄塔の地線部を 30kV もしくは 20kV 単相で電力供給している。もう１相は 161kV
送電線に接続されている分路リアクトル（Shunt Reactor）からグラウンドに落としその相を引っ

ぱってきて使用している。下図参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．VRA-NED の変電所及び配電線（2006 年 7 月 21 日視察） 

（１）161/34.5V 及び 161/11kV の Tamale 変電所 

・変圧器 161/34.5/11kV 20 MVA が２台。最大需要は 27MW で、変圧器１台当たり 14MW（力

率 0.85 で、16.5MVA）である。 

・34.5kV フィーダは、No.１変圧器が３フィーダで No.２変圧器は２フィーダ、11kV フィーダは、

No.１変圧器が６フィーダ、No.２変圧器が５フィーダとなっている。 
・161kV 送電線の地線部の 30kV 及び 20kV と Techiman に接地のリアクトルのタップチェンジャ

ーを使って３相の 34.5kV や 11kV を得ている。系統に４リアクトルが接地されているが、３台

が常用で、１台が予備となっている。（Techiman２台、Tamale２台） 
・メーター校正部門では、従来型メーターだけでなく、プリペイドメーターや保護リレーや自動

再閉路リレーの校正も行っており、校正数は３相メーターが月間 40 台、単相メーターが 200

台実施とのこと。職員は２名で対応している。 

30kV or 20kV

161kV
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１）プリペイドメータ（VRA-NED） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上の写真のメーターの窓に下記の文字があり、それぞれの文字は以下の意味である。 

 

T：Total used unit（消費電力量） 

R：Total remaining unit 
（カードの電力消費可能残量） 

L：Low unit remaining indicator 
（カードの電力消費可能残量が少ないことを表示） 

C：Power supply cut caution 
（電力供給切断警報） 

P：Energy consumption speed（電力消費速度） 

 

＊日本では、電磁式の積算電力計が使用されているが、電力消費が大きいと積算電力計の中にある円

盤の回転速度が速くなり、電力消費が少ないと回転速度が遅くなる。本メーターでは、表示ランプ

の点滅が上記の円盤に相当し、電力消費が大きければ点滅速度が速くなり、電力消費が小さければ

点滅速度が遅くなる。 

 

２）Pole-mounted 屋外型変電所 

50、100、200kVA までは、電柱にのせて 433V に落として配電している。 

11kV/433Ｖ 200kVA １か所につき 500m 程度まで LV（低圧）配電線を延伸できる。 

３）屋内型変電所－１と RMU（Ring Main Ring）について 

11kV/433V 500kVA LV は３フィーダ、結線は Δ-Y 方式である。 

４）屋内型変電所－２について 

11kV/433V 1000kVA LV は３フィーダ、結線は Y –Δ 方式である。 
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この変電所は、中性点接地用と電力供給用として使われている。１次側の Y 結線の中性点は銅導体

を経由して地面に接地している。 

・変圧器の容量増加（増容量）を行う時の負荷の目安は、定格容量の 90％であるが、実際には 100％

超で増容量を行ったり、新規変電所の設置（ECG では injection といっている）を行っている。 

・力率については、工業需要家地域は0.95程度であるが、LV 配電需要家地域では0.85～0.87である。 

・負荷率については、日負荷率は 70～75％になるが、年負荷率は 55～60％である。 

・Load Dispatching Center（給電所）は Akosombo にあり、System Control Center（系統制御所）は Tema
にある。 

 

３．Akosombo 水力発電所（2006 月７月 24 日視察） 

（１）歴史 

1961 年：建設着工。 

1966 年：１号機～４号機まで竣工（Commissioning）単機容量 147MW が４台で合計容量 588MW
の水力発電所が完成。 

1972 年：５号機及び６号機竣工。単機容量 162MW が２台で計 324MW の容量増加。合計で 912M
の容量を有する水力発電所となる。 

1990 年：リパワリングプロジェクト開始 

（AGSRP： Akosombo Generation Station Retrofit Project） 

1993 年：４号機リパワリング完了。 

1999 年：リパワリング再開し、2005年完了。その結果、30年間の寿命延命策により単機容量170MW
が６台で合計容量が 1,020MW となる。水車はフランシスタイプ、リパワリングはカナ

ダの Acres が実施した。最大出力時の効率は全機ともに 93.5％を保証。ダム提高 114m、

ダム提長 660m である。 

 

Ring Main Unit

11kV 11kV

S フューズ

11kV/433V

Load

11ｋV/433V 
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Akosombo 水力発電所 

 

一方、Akosombo ダム下流には、40MW×４台の Kpong 発電所がある。系統的には、225kV 国

際連系線によるコートジボアールと連系、トーゴとは 161kV で連系。１水車当たり 24 弁がある。

昇圧変圧器は「14.4kV/161kV 180MVA OFAF GE カナダ製」、所内変圧器は「14.4kV/415V/240V 

500kVA 5.5％」である。 

 

（２）水力発電所制御所 

周波数は 50Hz±0.3Hz を維持するように運転しており、周波数低下リレー作動時にはロードシ

ェディング（輪番停電）を行っている。PLC（Power Line Carrier：電力線搬送）により Akosombo
水力発電所の kV、kW、kVar、Hz 等のデータを Power System Station へ送っている。なお、供給

基準及び関連情報は以下のとおりである。 

・周波数は「50Hz±0.3Hz」、電圧は「161kV±5％」である。 

・年負荷率が 70％超と高いのは、VOLCA（アルミ精錬工場）の需要（320MW）が大きく供給時

間が長いためである。 

・エネルギーバランスについては、南部の海岸地域が過負荷になりがちである。しかし、Kumasi
への供給は問題ない。 

・West Africa Power Pool Project（WAPPP）において、161kV の次期電圧を検討中である。 

・Load Dispatching Center（給電所）は VRA の所属である。 

 

４．System Control Center（系統制御所）（2006 年７月 24 日視察） 

（１）機能及び給電に係る情報 

機能は 161kV 以上の Supply Station（substation）の監視と２つの水力発電所、１つの火力発電

所の監視である。送電線については、「161kVTL 4,000km」、「69kVTL 100km」、トーゴとの

連系線は 225kV で全長 220km あり、うち 75km がガーナ分である。161/34.5/33kV の 39 の変電所

と Akosombo 水力発電所、Kpong 水力発電所、Takoradi 火力発電所に付随する３つの変電所の合

計 42 の変電所の監視を行っている。顧客としては、Domestic として ECG、Mines、VRA-NED 等
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があり、VALCO は特別な大口需要家である。 

トーゴ及びベナンへの電力融通は、国際連系線により CEB という合同企業体へ電力を融通して

いる。CEB とは、フレンチコミュニティ・レジックベナンというトーゴとベナンの送電線の合同

企業体の意である。 

2006 年３月の最大需要は 1,100MW で、2005 年は 12 月に 1,067MW を記録している。通常年

間最大需要は産業が最需要期になるクリスマスの 12 月である。2005 年の最大需要は 12 月に記録

した。12 月から３月は乾期で温度が上昇し、その後の雨期には需要は増えない。また、この時期

は高水位運転である。需給状況にもよるが、250MW 程度をコートジボアールから輸入している。

現在の日負荷対応運転としては、日中の日最大需要発生前は、火力主体の運転（水力の水位が低

いため）で、ピーク時は Akosombo を運転し、ピーク部分の負荷を担わせている。電力需要想定

は、平日、土曜日、日曜日の３パターンを想定して運転している。 

SCADA は、全変電所に RTU（Remote Terminal Unit）を設置し、そこからマスターステーショ

ン経由で System Control Center へ情報がくる。変電所の変圧器容量については世界銀行の資金で

変電所増容量プロジェクトを VRA が開始しており、変電所のレイアウトや増容量を行う予定で

ある。増容量の主内容は、単機容量 33MVA の変圧器５台すべてを 66MVA に増容量する予定で

ある。SAIFI や SAIDI1のデータ化はいまだ整理をやっていないが、始める予定ではある。 

毎月末に、送電線のロスとフィーダの事故回数及び変圧器の事故のデータを記録しているが、

体系化して整理をしていない。 

発電機ユニットが故障により系統から脱落した場合、周波数が低下するので（下限は 47.5Hz）
輪番停電を行っている。なお、下限の 47.5Hz になったときは、国際連系を切断している。事故

が波及するのを防ぐためである。制御盤はスウェーデンの ABB（ASEA Brown Boveri）製である。 

説明者の話では、供給基準は電圧 161kV については、高めは＋10％まで問題なく、低めは－５

から－10％まで問題ない。33kV 及び 34.5kV については、高め及び低めについて、±５％から±

10％まで問題ないとの説明であった。Techiman 変電所の設備概要は、変圧器容量が、66MW×４

台、33MW×１台の 297MW である。Takoradi 発電所は、周波数リレーの設定が 50Hz±２％とな

っているが、47.5Hz が下限で、47.5Hz を下回った場合は、負荷を系統から切り離し、周波数を

設定基準内になるようにしているとのこと。 

 

５．ECG 配電制御所 G（2006 年７月 24 日視察） 

機能は、161kV 以上の Supply Station （substation）の監視。Greater Accra Region には 21 の Primary 
substation があるが、うち 16 の Primary substation を当制御所で監視している。このような制御所は、

この Accra と Tema（未稼働）にある。Tema は来月から稼働予定である。当制御所は、Primary substation
（33/11kV 変電所）だけでなく 200kVA 以上の変圧器容量を有する変電所も監視している。給電シ

ステムの設備は ABB が建設し、2004 年に竣工した。Primary substation には RTU が設置されており、

RTU からの情報は、ラジオ無線により、当制御所の Data Engineering Room の Bernt Nyberg AB を

経由して PCU（Process Computer Unit 盤２面）に入り、コンピューターシステムへデータが転送さ

れる。 

設備の更新・増強や延伸の概略手順は以下のとおり。 

                             
1 SAIFI: System Average Interruption Frequency Index、年間平均停電回数／頻度指標の意 

SAIDI: System Average Interruption Duration Index、年間平均停電継続時間指標の意 
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①変圧器の負荷が定格容量の 80％になると増容量や injection（新規設置）を検討する。 

②設備の改善（更新・増強及び延伸）の予算にもよるが、プロポーザルを ECG Design Engineering 
Department へ提出し、承認を得た後工事を実施する。 

SAIDI や SAIFI のバックグラウンドデータはあるが、コンピューターに入力してはいない。需要

家側での問題点を聞いたところ、問題はあるが重大な問題には至っていない。事故停電目標値

（Benchmark）は、年間一需要家当たり 100 時間である。（現在はこの数値を超えていると言うこ

と。） 

当制御所に付随する変電所の設備概要は、「33/11kV 変圧器 20/26MVA」が２台設置されている。

33kV フィーダは５フィーダで、１フィーダの定格は「1250A, 71.5MVA」、11kV フィーダは 16

フィーダで、１フィーダの定格は「630A 12MVA」である。 

 

６．ECG Accra West Office（2006 年 7 月 25 日視察） 

（１）サイト１ 

都市部にある 33/11kV 変電所（Primary substation）や 11/0.43kV 変電所（Secondary substation）
を視察。なお、33/0.43kV 変電所（Secondary substation）は、都市部から離れたコミュニティへ

の電力供給用として適用している。Secondary substation（11/0.43kV SS）の変圧器容量は、500kVA
であった。 

1972 年ユーゴスラビア製の 11kV 側のタップは５タップで設備が老朽化のため現在リノベーシ

ョン中であった。設備としては、RMU、11/0.4kV 変圧器、11kV フィーダ分電盤（Project Engineer
はピラーと呼んでいた。）及び 430/240V フィーダ５ckt の構成であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ピラー 変圧器銘板 11/0.4kV 500kV 
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（２）サイト２ 

Secondary substation（11/0.43kV Substation）変圧器容量を視察。500kVA で、2000 年に導入さ

れており、ポルトガル製であった。11kV 側のタップは５タップで設備が新しく６年しか経過して

いない変電所であった。 

他の設備としては、RMU、11/0.4kV 変圧器、11kV フィーダ分電盤（ピラー）及び 430/240V５

フィーダがあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（３）サイト３ 

老朽化した配電線の視察。裸線の中性線と下の１相において、導体素線がほつれている。コミ

ュニティの中に入ると PVC ケーブルによる不正接続線を堂々と延伸している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

RMU とピラー及び変圧器 ピラー内部 

コンクリート柱 ケーブルによる不正接続線

 コン柱の根元が壊れかかっている 
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（４）サイト４ 

架空線から地中線になっている配電線柱を視察。11kV 配電線導体のサイズは 35sq.mm であっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）サイト５ 

33/11kV primary substation D を視察。変圧器容量は 20MVA が２台で ONAF（OLTC 変圧器）

であり、33kV 配電線は５フィーダ（ckt）、11kV 配電線は 10 フィーダであった。 

33kV 配電ケーブルは青色、11kV は黒色と決まっているとのこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33/11kV 変圧器（容量は 20MVA）
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Accra West Region Office が抱えている課題は、①料金構成が悪い、②料金回収率が悪い、③

盗電があるとのこと。ピーク時間帯に、11/0.43kV 変圧器において定格容量の変圧器定格容量の

80％に達すると、変圧器の増容量や配電線の導体取替、サイズアップ及び延伸などを検討する。

（これは、どの事務所へ行っても同一回答で計画規準であることがわかる。ただし、資金事情か

ら実施しているかどうかは別問題。） 

配電系統計算ソフトの ASPEN や PSSU は、Engineering Department の Mr. Obeng が使っている

だけである。Accra West Region Office にはない。手計算でやっている。 

 

７．ECG プリペイドカードメーターシステム（2006 年７月 31 日視察） 

（１）概要 

ECG はプリペイドカード方式を“Pay and Smile”と称して推進している。Head Office（ビル

の４階）に Customer Service Center とラジオ無線にて顧客データのやり取りをしているサーバを

設置している。ラジオ無線であるため、激しい降雨や雷の激しい時には、支障をきたすことがあ

る。ひどいときは、プリペイドカードの販売ができなくなることがある。 

現在、ECG 管内におけるプリペイドカードの販売枚数は、以下のとおりである。 

・Accra ： 60,000 

・Kumasi：45,000 

・Tema： 6,000 

    計 111,000 

 

他の Region は、従来のクレジットメータである。 

33kV 配電キュービクル ５ckt 11kV キュービクル 10ckt 
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キャッシュパワー〔カスタマーセンターにて料金を支払い、キーコード（数字）を受領して 

その数字を打ち込み受電する〕 

 

（２）問題点 

これまでの機種では、顧客が一度に大金を支払いプリペイドカードを購入し電力を使おうとす

ると、月別料金制度にうまく対応できず数ヶ月分の利用料金が初めの月の大口使用と見なされて

電気料金が高いものとなってしまう。このトラブルを避けるため、顧客は各月末にカスタマーセ

ンターに来所して小まめに支払いをしなければならず顧客サービスが考えられていないという問

題点がある。現在、毎月の使用量に応じて自動的に電気料金が精算できるような新機種を試験運

用中である。 

 

８．Tema 郡 Appolonia 村オフグリッド地方電化プロジェクトサイト（2006 年 7 月 22 日視察） 

この村は、Tema―Akosombo の幹線道路の料金所を過ぎてすぐ北へ入って４km 程度の地点にあり、

この村の手前３km 程度のところまでは配電線が完成している。 

この Appolonia 村では牛糞など使ったメタンガス発生装置によって２基のディーゼル発電機（合

計出力 10kW）を運転して村落内（人口約 1000 人）に電力供給を行うというプロジェクトが鉱業エ

ネルギー省（当時）によって実施され、1992 年に運転を開始したが、ガス発生原料（牛糞、水）の

継続的確保が困難であったため、まもなく運転が休止されて現在に至っており、現時点でもグリッ

ド延長が行われておらず未電化である。その後、1998 年からスペインの援助による太陽光発電地方

電化プロジェクトが実施された際に、SHS や BCS などが設置された。このプロジェクトの主な対象

地域からはずれている Appolonia 村に太陽光発電設備が設置されたのは、その前のバイオガスプロ

ジェクトの埋め合わせという事情があったものと推測される。この地点については外国の研究者の

プリペイドメータ（単相用）
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レポートも出されており、インターネットでも検索できる。スエーデンの援助によりこの村に再生

可能エネルギー実証センターを設置する計画がある。首都アクラから１時間程度で行ける地点であ

り、本格調査において、未電化村落調査や再生可能エネルギーによるオフグリッド地方電化のケー

ススタディの対象地点として好適な地点であると考えられる。 

今回、訪問時の写真を次に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実験管理施設に掲げられた銘板 バイオガス発生設備と発電機小屋 

村内に設置された配電線(現在は機能せず)２基の発電機 

設置された SHS が現在も稼働している例2000 年に設置された太陽光発電街灯
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2 Ghana Rural Electrification (PowerPoint file) 2006 World Bank 英語

3
Ghana Energy Policy Economic and Sector Work papers

The Rural Energy Sector, Draft May/2006 World Bank 英語

4
Single Line diagram for KUMASI 33kV Network - 2005

and related drawings (Total 22 drawings) 2005/Jan ECG Kumasi Regional
Office 英語

5
VRA-NED Generation/Billing Power Purchase and System Losses Statement for

the month: April-June 2006 (4 pages) Jul/2006 VRA-NED Head Office
Tamale 英語

6 Summary of Network Performance Indicators Second Quarter 2006 (2 pages) Jul/2006 VRA-NED Head Office
Tamale 英語

7
Hydro Generation Department

Technical Visit to the Volta River Authority's Hydro Generating Facilities VRA 英語

8 Akosombo GS Retrofit Project Unit 3 Commissioning & Efficiency Curve VRA 英語

9 Profile of the Volta River Authority VRA 英語

10 VRA Single Line diagram 161kV Transmission Line above Jul/2006 System Control Center 英語

11 Transmission System for Nation Jul/2006 ECG, Engineering Dept. 英語

12 ECG Organization Chart 2004 2004 ECG, Engineering Dept. 英語

13 Subtransmission & Distribution Master Plan 　　Vol. 3A (211 pages) Dec/1996 Acres International 英語

14 Review of ECG's Load Forecast Model (73 pages) Feb/2006 ESB International 英語

15 Investment Opportunities 2002-2011 (20 pages) ECG 英語

16 Electricity Company of Ghana ltd  37th Annual Report 2004 ECG 英語

17 INVESTMENT PROPOSAL (4 pages) ECG Training Center 英語

18 PROPOSED EQUIPMENT SCHEDULE (2 pages) ECG Training Center 英語

19 Contents of training course (8 pages) ECG Training Center 英語

20 VRA Annual Report 2003 (printed) VRA 英語

21 VRA audited financial statements for 2004 (copy)    *NED included VRA 英語

22 ECG Annual Report 2004 (printed) ECG 英語

23 NEP Procedures (Word file) 2004 ECG 英語

24 ECG Transformer Capacities (6 pages) Aug/2006 ECG 英語

25 Reliability Indices Aug/2006 ECG 英語

26 Fault Accident on 33/11kV Circuit Restoration Process (10 pages) ECG 英語

27 ECG Operations Procedure (JUNE 2005) Jun/2005 ECG 英語

28 ECG Code of Practice Nov/1995 ECG 英語

29
ECG Protection and Control Division

Manual of Protection Policies and Procedure Jul/2006 ECG 英語

30
ECG

Maintenance Procedures ECG 英語

31
ACCRA 33kV NETWORK

Single line diagram Jul/2006 ECG 英語

32 Authorized Tariff, Effective October 1, 2003 2003 Public Utilities
Regulatory Commission 英語

33 PURC at a glance 2006 Public Utilities
Regulatory Commission 英語

34
A Consumer's Guide

Complaints Policy and Procedures 2006 Public Utilities
Regulatory Commission 英語

35 Regulations on Termination Service 2006 Public Utilities
Regulatory Commission 英語

36
2000 Population & Housing Census of Ghana

Demographic, Economic and Housing Characteristics: Total Country 2005 Statistical Service 英語

37
2000 Population & Housing Census of Ghana

Summary Report of Final Results 2002 Statistical Service 英語

38
Environmental Assessment in Ghana

A GUIDE 1996 Environmental Protection
Agency 英語

39
Environmental Impact Assessment

Procedures 1995 Environmental Protection
Agency 英語
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